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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年５月１０日（火）１６：３０～１９：１５ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：細野内閣総理大臣補佐官、西山審議官（原子力安全・保安院）、 

坪井審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力安全委員会事務局）、 

松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会 

それでは定刻になりましたので、ただ今から政府・東京電力統合対策室合同

記者会見を始めさせていただきます。まず冒頭で大変恐縮でございますけれど

も、お願いしていることにつきましてまたお願いをさせていただければと思い

ますが記者会見の進め方、質問、特に質疑応答の際のお願いということでござ

いますけれども、質問につきましては説明事項、その他に区別せずまとめて実

施をさせていただくということでございまして、多くの方にご質問いただける

ようにお 1 人 1 回ということで冒頭に何度もお願いして大変恐縮でございます

が、質問をまとめていただいて実施していただければということでございます。

もちろん、受け答えによる再質問はお受けしたいと思っておりますが、長い場

合には簡潔に質問いただくということで、私の方からまたお願いすることもあ

るかもしれませんので、是非よろしくお願いします。また、説明側も簡潔にや

らせていただければと考えております。始めに、細野豪志内閣総理大臣補佐官

よりあいさつと共に冒頭発言をさせていただきますけれども、補佐官におかれ

ましては今日、諸外国の関係者との打ち合わせがございまして、18 時 25 分頃に

は退席されるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜冒頭あいさつ及び冒頭発言＞ 

○細野補佐官 

 連日、記者会会見に来ていただきましてありがとうございます。また、御覧

をいただいている皆さんにも心より感謝を申し上げます。できる限り記者会見

は 後までと思っておるんですが、昨日に続きまして今日もどうしても外せな

い予定が入ってしまいまして、途中で退席します。失礼をお許しいただきたい

と思います。本日は、特別プロジェクトの中で使用済燃料の取り出し・移送チ

ームが行ってまいりました、３号機の使用済燃料プールに関わる調査状況につ

いて、まず冒頭、私の方から報告をさせていただきたいと思います。先日、４
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号機のプール水につきましては、コンクリートポンプ車を用いて採取いたしま

してデータを公開いたしました。８日に３号機のプールについて採取をいたし

まして、昨日に分析をして、ほぼ資料がまとまりましたので、今日、公開をさ

せていただきたいと思います。採取できました水でございますけれども、４号

機と比較をしますと濃度が高うございまして、２号機とほぼ同等という濃度に

なっております。３号機についてもこうしたプール自体の水が取れたという意

味では、進捗をしたとは解釈しておりますけれども、一方で、この濃度がどう

いったものが原因でこうした濃度になっているのかということについては、し

っかりと分析をしていく必要があると考えております。分析の現段階でのあり

ようについては、この後、東京電力から報告をいたしますので、そちらを聞い

ていただけますようにお願いを申し上げます。また、連日皆さんから御質問い

ただいておりますストロンチウムでございますけれども、採取の方法などにつ

いて、今、鋭意準備を進めておりまして、ほぼ方向性が見えてまいりましたの

で、明日、原子力安全委員会が行われる予定になっておりまして、その場所に

資料を提出いたしまして、そこの議論を経てモニタリングに入りたいと考えて

おります。まだ資料の整理が終わっておりませんので、公開につきましては明

日の安全委員会の際までお待ちいただけますようにお願いを申します。私から

は以上でございます。 

 

○司会 

ありがとうございます。続きまして、本日の説明に入らせていただきます。

お手元に式次第がございますので、これに従いまして御説明をさせていただけ

ればと思っております。まず環境モニタリングの状況について、東京電力、文

部科学省から説明し、原子力安全委員会よりコメントいたします。次に、各プ

ラントの状況につきまして東京電力から説明します。質疑はその後とさせてい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。まずは、東京電力からサ

イト内における環境モニタリング結果について説明いたします。よろしくお願

いします。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

 東京電力の松本でございます。それでは、敷地内のモニタリング結果につき

まして御報告させていただきます。お手元の資料のタイトルで申し上げますと

「福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果

について」サブタイトルが「第四十六報」となっている資料を御覧ください。

こちらに関しましては、福島第一原子力発電所の西門、福島第二原子力発電所
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のモニタリングポストの１というところで測定しているデータでございます。

本日の測定結果につきましては２枚目を御覧いただければと思いますけれども、

空気中の濃度限度に対する割合といたしましては、0.01 倍から福島第二の方で

はＮＤということで検出限界未満という値になりつつあります。経時変化につ

きましては３ページ目、４ページ目の方を御覧ください。続きまして、海水の

放射線の分析結果でございます。資料のタイトルで申し上げますと「福島第一

原子力発電所付近の海水からの放射性物質の検出について」ということで、サ

ブタイトルが「第四十八報」となっているものでございます。少し厚手の資料

になります。こちらにつきましては、福島第一原子力発電所の沿岸部、沖合部

のサンプリング結果につきまして、その結果の公表でございます。１枚目の裏

面のところから、放水口の北側、南側といったところが 大値でございますけ

れども、おおよそ濃度限度に対する割合といたしましては１倍強といったとこ

ろでございます。本日、この資料に関しましては皆さまにお伝えしたいことが

１点ございまして、２枚目の裏面、トータルで言いますと４ページ目になりま

すけれども「海水の核種分析の結果＜沖合２／２＞」と書いてございますとこ

ろがありますけれども、この６箇所のサンプリング点につきましては、今後、

上層と下層と深さに応じたサンプリングをいたしまして、その結果を分析して

いきたいと考えております。時系列、経時変化につきましては、お手元の資料

に添付してございますグラフの方を御覧いただければと思います。東京電力か

らは以上でございます。 

 

○司会 

ありがとうございます。続きまして、文部科学省からの説明です。環境モニ

タリング結果等ということでよろしくお願いします。 

 

○文部科学省 

 文部科学省の坪井でございます。よろしくお願いいたします。お手元に環境

モニタリングの結果についてということで、本体と別冊ということで２つ資料

をお配りしております。まずは、全国的な調査ということで都道府県の放射能

水準調査、各大学の協力による空間放射線量、定時降下物と上水の結果という

ことで、いずれも従来と大きく異なるものはないと思っております。また、福

島原子力発電所周辺の調査につきましても、空間線量率の調査、ダストサンプ

リング、環境試料や土壌のモニタリング結果なども、従来と大きく変わる傾向

は見られていないのではないかと思いますが、こちらにつきましては原子力安

全委員会の評価をいただくことにしているものでございます。以上でございま

す。 
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○司会 

ありがとうございます。続きまして、原子力安全委員会より環境モニタリン

グ結果の評価について説明します。 

 

○原子力安全委員会事務局 

 原子力安全委員会事務局の加藤でございます。私どもからは、「環境モニタリ

ング結果の評価について」という５月 10 日付の原子力安全委員会のペーパーで

御説明いたしたいと思います。空間放射線量については、特段大きな変化はご

ざいません。また、２の空気中の放射性物質濃度でありますが、こちらの福島

県の地図がＡ４で横長になっている資料の５ページ、６ページに「ダストサン

プリングの測定結果」というものがございます。このダストサンプリングにつ

きましては、 近、非常に値が小さくなってきておりまして、本日御報告する

もの、昨日に御報告したものでは、ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137、

いずれも不検出という動向でございます。４の環境試料でございます。この関

係では毎日、海洋中の放射性物質の分析の状況を御報告しておりましたけれど

も、５月８日、９日につきましては、文科省さんの方では海域モニタリングの

広域化というのを以前に発表してございますけれども、その関係で船の数を多

くするために測定機材の積み替えなどを行っていて、８日に採取されたサンプ

ルがございませんので、本日は御報告するものがないという状況でございます。

５の都道府県の放射能水準調査でございますけれども、これも特段大きな変化

がない状況でございます。私からの報告は以上でございます。 

 

○司会 

ありがとうございます。続きまして、各プラントの状況についての説明でご

ざいます。東京電力より説明いたします。 

 

＜プラント状況について＞ 

○東京電力 

 東京電力でございます。それでは、お手元の資料「福島第一原子力発電所の

状況」ということで、Ａ４の縦の裏表の資料を御覧ください。まずタービン建

屋の地下のたまり水の移送でございますけれども、本日は午前９時過ぎから、

一旦２号機のタービン建屋のたまり水の移送を中断いたしまして、３号機のタ

ービン建屋側からの移送ラインの敷設、注水ラインの切替えのための給水配管

の切断工事といったものを行っております。６号機のタービン建屋の地下のた

まり水につきましては、本日、120t の移送の予定でございます。トレンチ立坑、
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タービン建屋の水位につきましては、この表を御覧いただければと思っており

ます。下の放射性物質のモニタリングの状況につきましては、先ほど海洋のモ

ニタリング状況で話した内容と同等でございますので、説明の方は省略させて

いただきます。裏面の方にいっていただきまして、使用済燃料プールの注水と

放水でございますけれども、本日は２号機に対しまして燃料プール冷却浄化系

から淡水を約 56t 注水しています。この際に、昨日の３号機、４号機と同様、

酸化防止ということでヒドラジンを注入しております。原子炉圧力容器の注水

でございますけれども、１号機、２号機、３号機とも淡水を８m³/h、6.9m³/h、

９m³/h で、現在、注水中でございます。１号機の原子炉圧力容器内の窒素ガス

の封入でございますけれども、本日 11 時現在で 122.3KPa、総封入量といたしま

しては 21,900m³でございます。１号機の原子炉建屋内の作業の状況でございま

すけれども、こちらは会見終了時までに本日の実績について御報告したいと考

えております。この資料につきましては以上でございます。続きまして、放射

性物質のモニタリング関係で２件の御報告をさせていただきます。１つは、資

料のタイトルで申し上げますと「福島第一原子力発電所２号機取水口付近から

の放射性物質を含む液体の海への流出について」ということで「続報 36」とい

うサブタイトルになっているものでございます。こちらは取水口付近の防波堤

の内側、シルトフェンスで囲まれたところのヨウ素、セシウムといった放射性

物質の経時変化を観察しているものでございますが、グラフを御覧になってい

ただくと分かるとおり、比較的安定して下がっているような状況でございます。

こちらの方につきましては、引き続きパラメータの監視を続けていきたいと考

えております。もう 1 点は、サブドレンの状況でございます。資料のタイトル

で申し上げますと「福島第一原子力発電所タービン建屋付近のサブドレンから

の放射性物質の検出について」ということで、こちらはタービン建屋にたまっ

ております高濃度の汚染水が建屋の壁を通じまして、地下水側へ漏れてないか

ということを確認している作業でございます。測定結果につきましては、１枚

目の裏面の方を御覧いただければと思います。経時変化につきましては、３ペ

ージ目以降を御覧いただければと思っておりますけれども、こちらにつきまし

ても高濃度の放射性物質の漏出はないと現時点では判断しております。続きま

して、冒頭、細野事務局長の方からお話がありました３号機の使用済燃料プー

ルの水の分析結果について、御報告させていただきます。まず、映像で３号機

の使用済燃料プールの状況を御紹介させていただきたいと思います。 

 これはコンクリートポンプ車のアームの先につけた水を取るサンプリング装

置でございます。これを沈めていくところの映像でございます。現在、サンプ

リング装置が水の中に入りまして、これはサンプリング装置の中に水が入って

いくために、サンプリング装置内の気泡がカメラのレンズのところにくっつい
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ている状況でございます。こちらは、少しカメラの方がずれましてプールの中

の状況でございますけれども、３号機は４号機の映像と比べますと、こういっ

た形で原子炉の天井及び壁面等の瓦れきが、プールの方に大量に入っていると

いう状況でございます。使用済燃料プールの頂部はほとんど見えてない状況で

ございます。プールのカメラを挿入した側は、使用済燃料プールは原子炉建屋

の南側にございまして、この南側の中の南西コーナー側にカメラを沈めて、映

像を撮影したということになります。はっきり見えないんですけれども、瓦れ

きの隙間のところに少し使用済燃料プールの格子のところが見えておりますが、

全面的にはこういった状況でございました。本日提供させていただいた映像に

つきましては以上でございます。皆さまの方には電子データで御提供させてい

ただいております。資料の方に戻らせていただきまして、タイトルを申し上げ

ますと「福島第一原子力発電所３号機の使用済燃料プール水の分析結果につい

て」ということで、２枚ものでございます。こちらについては、５月８日に測

定したプール水の核種分析の結果でございます。２枚目はプール部の分析結果

でございます。主な検出核種といたしまして、セシウム 134 が 14 万 Bq/cm³、セ

シウム 136 が 1,600Bq/cm³、セシウム 137 が 15 万 Bq/cm³、ヨウ素 131 が

11,000Bq/cm³という状況でございます。参考のデータといたしまして、今年３

月２日に測定した使用済燃料プールの状況ですが、これは地震前に測定したデ

ータでございますけれども、いずれの核種も検出限界未満だったということで

ございます。私どもといたしましては、まず一時的な評価として、今回のプー

ル水の分析結果は燃料取出し後 300 日以上経過しております。半減期が８日の

ヨウ素 131、半減期が 13 日のセシウム 136 といったものが見つかっております

ので、今回の主な核種につきましては、基本的には原子炉が今回損傷したこと

によります核分裂生成物が水蒸気あるいは粒子状の物質となって原子炉のオペ

レーティングフロアに到達したものが落ちてきたか、若しくは今回は瓦れきが

大量に使用済燃料プールの方に入っておりますので、そういったものに付着し

たものがプールの中に落ちて、この中に溶け出しているものではないかと判断

しております。今回のサンプリングの状況をもう少し詳しく御説明いたします

と、採取した水の量は約 40cc でございます。採取した場所はプールの南西側の

コーナーでございまして、約 50cm の深さのところでございます。燃料頂部から

の高さで申し上げますと約６mといった状況でございます。少し比較になります

けれども、４号機側で採取したものにつきましては、５月７日に採取したもの

ではヨウ素が 16Bq、セシウム 134 が 56Bq、セシウム 137 が 67Bq ということで。 

 

○（発言者不明） 

Ｑ：速過ぎて分からないので、もう少しゆっくりお願いします。 
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○東京電力 

 これは昨日に御報告した内容でございますけれども、４号機の使用済燃料プ

ールの核種と比較いたしますと、ヨウ素が 16、セシウム 134 が 56、セシウム 137

が 67 といった形で、けたで言いますと３号機の方が４けたぐらい上の値となっ

ております。また、４月 16 日に採取いたしました２号機の使用済燃料プールの

核種分析の結果ですと、ヨウ素 131 が 4100、セシウム 134 が 16 万、セシウム

137 が 15 万といった状況でございますので、使用済燃料プールの状況といたし

ましては２号機の状況とほぼ似ているのではないかと考えております。資料に

戻らせていただきますけれども、お手元の方にいつもの「プラント関連パラメ

ータ」ということでＡ４横の紙１枚と、「モニタリングポストのデータ」という

ことで本日の測定データをまとめさせていただきました。東京電力からは以上

でございます。 

 

○司会 

ありがとうございます。以上で説明は終わりでございます。ただ今から質疑

に入りたいと思います。冒頭にお願いしましたけれども、質疑の際のお願いに

つきまして、是非、御留意いただければと思います。また、これも冒頭に申し

上げましたが、細野総理大臣補佐官におかれましては諸外国の関係者との打ち

合わせということで、18 時 25 分には退席されますのでよろしくお願いします。

それでは、挙手をお願いします。1番端の列の方と後ろから 2番目の方。 

 

＜質疑応答＞ 

○日本インターネット新聞社 田中 

Ｑ：日本インターネット新聞社の田中龍作と申します。２問だけ質問させてく

ださい。２つとも細野補佐官です。１問目は、一昨日のこの場の記者会見で

江川紹子さんが、老朽化した原発が各地にあるが、それは大丈夫かと質問し

たのに対して細野補佐官は、保安院が厳しくチェックしているので大丈夫だ

とお答えになりました。これはうそですね。さもなくば、細野補佐官はだま

されています。というのは、世界の原子炉の平均寿命が 22 年なんです。これ

は経産省、エネ庁の方が知らないはずはないんです。しかるに、そこにいら

っしゃる西山審議官は、江川紹子さんが原発の寿命は何年かと聞いたときに、

40 年経っても機器や構造物の保全状況がしっかりしていれば、もう 20 年許可

すると答えられましたが、これは東京電力が保安院に提出した自分のところ

の原子炉の寿命を20年延ばすといって評価書を付けて出した保守管理方針と、

同じフレーズなんですよ。つまり、規制する方と規制される側がズブズブ、
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アマアマと言うんですよ。規制される側が提出した文書と同じようなことを

言うような人が、規制する側にいることをどうして大丈夫だと言うのか。細

野補佐官、そこら辺をお答えください。２問目が、今回の事故の遠因とも言

える、2002 年の東京電力の事故隠しにも保安院が密接に関わっておりますが、

このときに責任をとって辞任された東京電力の南直哉社長という方がおられ

ます。私が今日、図書館で紳士録を調べたら、この方がフジテレビの監査役

におさまっているんです。フジテレビのホームページを見ても同じ名前が出

てきます。これは別に直ちに違法ではありませんが、フジテレビが使ってい

る電波は公共の電波です。私たちも、東電は独占の企業であるがゆえに電気

は選べません。そうなると、民と民との関係では済まされないものがあるん

ですが、こういうのを道義的にお認めになられますか。以上、２問です。よ

ろしくお願いいたします。 

 

Ａ：（細野補佐官）まず１問目の江川さんに対する答えですけれども、確か江川

さんの方からの御質問は、浜岡原発とほかの原発の違いは何かという御趣旨

の質問だったと記憶しています。それに対しては、今、保安院が様々チェッ

クをしているけれども、様々な地震のリスクを考えれば、浜岡については安

全サイドに立って全面的に止めるという判断を総理がしたという意味で、リ

スクが違うんだという趣旨のお話をしたと私は考えております。そのほかの

原発はどうかということに関して言うと、リスクをどう見るかという話にな

るわけでございますが、現段階においては、浜岡とはリスクのレベルが違う

という意味で、この判断を尊重するということではないかと思います。一方

で、フジテレビの監査役に南元社長がついておられるという話は、今、私は

初めて聞きました。道義的にどうかということなんですが、そこはフジテレ

ビという民間の会社が判断をしてやっておられることでしょうから。私も今

の時点では事実自身も確認をできておりませんので、特に申し上げられるこ

とはないなと思っております。 

 

Ｑ：では、ほかの原発はどうお考えなんですか。 

 

Ａ：（細野補佐官）ですから、今、お答えしたとおりです。浜岡原発とは様々な

意味、地震のリスクが違うと私は考えています。 

 

Ｑ：電力会社に対する保安院のチェック体制はどうなんですか。 

 

Ａ：（細野補佐官）原子力行政をめぐっては、保安院の位置づけ、さらには原子
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力安全委員会というものの妥当性、様々な面でいろいろな議論が行われるこ

とは大事なことだろうと思っています。私もこの間、この２ヶ月はほぼこの

問題にかかり切りでしたけれども、行政の在り方についてもう少し様々な改

革が行われるべきではないかと思っておりますので、そのことは検証の作業

などを通じて言っていこうと思っています。 

 

Ｑ：2002 年の事故隠しのときに、保安院は内部告発者の名前を明らかにしてい

るんですよ。これは明確な法律違反なんですよ。どういう法律違反かという

と、99 年の JCO の事故に絡んで原子炉等規制法が改正されまして、内部告発

者が不利になるようなことをしてはならないという法律があるんです。保安

院はこの法律を犯しているんですよ。とても汚い言い方をしますと、例えば

あそこで悪さをしている人がいると警察に駆け込んできたら、その警察が何

の誰が駆け込んできたよと明らかにするようなものではないですか。だから、

私が初回のときにどれぐらい天下りが行っているのかを明らかにしてくれと

言ったのはこういうことなんですよ。お友達でやり合っていたら相撲協会の

不祥事が直らないのと一緒ではないですか。これはどうお考えですか。 

 

Ａ：（細野補佐官）天下りの情報も全て公開をしておりますし、今の原子力行政

の在り方が全ていいとは私も思っていません。だからこそ、これからどう変

えていくのかという議論は行われてしかるべきだと思います。 

 

Ｑ：それとフジテレビと東京電力との関係ですが、電波のことは同じことの繰

り返しになるので言いませんけれども、エコでクリーンだと言って環境大賞

というのをずっと続けて東京電力が受賞しているんです。細野補佐官も、今、

南直哉社長がフジテレビに監査役で、天下りというのか、何というのか、行

っているというのを知らなかったとおっしゃっているように、国民の多くも

知りません。そこで東京電力というのが環境大賞をずっと歴年していたら、

悪く言えば国民は安全なことをやっている、何も環境を汚してないと洗脳さ

れるではないですか。そういうことを許すんですかと言うんです。 

 

Ａ：（細野補佐官）田中さんがおっしゃるそういう事実を国民に知らせた上で、

どう判断するかというのはいろいろな判断があり得るとは思いますよ。ただ、

私がそこに立ち入って、いいとか悪いとか言う立場ではないということは、

是非、御理解をいただきたいと思います。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 
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○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。４月 12 日に原子力安全・

保安院が今回の事故につきまして、INES の暫定評価をレベル７に引き上げま

した。その際の発表で保安院は、今回の放射性物質の放出量はチェルノブイ

リ原発事故の１割程度ですと説明されました。レベル７への引き上げから１

ヶ月が経とうとしておりますが、全体像がなかなか見えておりません。こう

した点を含め、西山審議官に１点お尋ねいたします。放射性物質の放出量は、

４月 12 日のチェルノブイリの１割程度という発表から、現在、何割程度にな

っておりますでしょうか。よろしくお願いします。 

 

Ａ：（保安院）今、はっきりとしたデータは手元にありませんけれども、私はオ

ーダーとして変わってないと思っております。 

 

Ｑ：ただ、発表の際に放出されました汚染水は含まれてなかったように思いま

す。ですので、当然増えているとは思いますが、その点はいかがでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）INES の基準は大気の関係だけです。それはそのときもお断りしま

したが、そういうことで発表しております。 

 

Ｑ：そうした総合的な放射性物質の放出量はお示しする必要があると思います

が、この点はいかがお考えでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）放出された放射性物質については示した方がいいと私も思ってお

りまして、低レベルの汚染水が出たときも、高レベルの水が出たときも、私

どもとしてはその中の放射性物質の量については発表しております。 

 

Ｑ：西山審議官は覚えてらっしゃるかどうか分かりませんけれども、４月 12 日

の私の質問は、レベル７が 高の値だと。ただ、その後、汚染が進んだ場合

に国民に対して物差しをある程度お示していく必要があると申し上げました。

チェルノブイリの１割程度というのはある程度見えやすい物差しだと思うの

ですが、１割程度からどの程度増えているかというのは、当然、報告の義務

があると思いますけれども、この点はいかがお考えでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）確かに１割ということがある程度変化してきているのであれば、

示した方がいいと思います。今のところは先ほど申し上げたように、何か起
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こるたびにそのことに関しての放出量の分かるところは、全部お示しをして

おります。ですから、それをまとめて何かの形で示すとか、あるいは INES の

関係の大気に関するデータで何かはっきりお示しできることがあれば示した

いと思います。そういうタイミングがあれば、またそうしたいと思います。 

 

Ｑ：細野さんはいらっしゃいますか。やはりチェルノブイリの１割なのか、２

割なのか、３割なのかというのは国民が知りたいことだと思うんです。これ

はお示しする義務があると私は思いますが、この点はいかがお考えでしょう

か。 

 

Ａ：（細野補佐官）INES の評価自体は大気中ということですので、海と大気は分

けて考えるべきだと思います。だからといって、大気のデータはできるだけ

正確に出した方がいいと思いますので、そこは整理をしてお伝えするように

努力をしてまいります。おっしゃっているのは、これからも出続けるのであ

ればちゃんと足して、今、幾らなのかということを公表した方がいいという

御意見だと思うんですが、それは必要だと思いますので、また一定の時間が

経った時点で再評価の意味も含めて、皆さんに公表したいと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

ほかにいかがでしょうか。 

 

○フリーランス 小嶋 

Ｑ：フリーランスの小嶋です。５月５日に東電さんに質問した２号機ブローア

ウトパネルが外れたタイミングについて、政府資料だと３号機爆発時なんで

すけれども、衛星写真を見るとその前に起こっているということで、改めて

東電の認識をお聞かせいただけますか。 

 

Ａ：（東電）私どももその写真を確認させていただきましたけれども、開いてい

るようにも見えますし、はっきりしたというところではございません。私ど

もといたしましては、３号機で爆発があったときに現場に行った者が、２号

機のブローアウトパネルが開いているのを確認したというのが私どもの確認

結果でございます。 

 

Ｑ：では、確認の時間がそこだということで。 
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Ａ：（東電）そうです。 

 

Ｑ：すみません、まとめて言うのを忘れていました。今からまとめて言います。

東電さんには、防潮堤が応急的に６月までにできるということですけれども、

その後、本格的なものを作られる予定はあるでしょうかということです。今、

台風１号が発生していますけれども、梅雨も含めて放射性物質とか汚染土壌

の拡散が予想されますが、そのような対策は何か考えていらっしゃるでしょ

うか。これは安全委員会と文科省の方にお聞きしたいです。続いて、二本松

市、本宮市、大田村の３市村が、年間 10mSv を基準として校庭の土は除去し

て埋めるという方針になったんですけれども、この方針について、安全委員

会、文科省にお聞きかせいただきたいと思います。以上です。 

 

Ａ：（東電）まず東京電力の方からお答えさせていただきます。防潮堤に関しま

しては現在、３月 11 日に起こった本震の余震ということで、マグニチュード

８クラスのものが、震源地が少し東側にずれて起こるということを想定いた

しまして、防潮堤の建設を進めております。その後の予定につきましては想

定する地震、津波といったものの解析結果を踏まえて、必要なものを建設し

ていきたいと考えております。また、台風が近づいておりますけれども、そ

ういったことで拡散しないように、現在、飛散防止剤を発電所の中にまいて、

風で飛んでいかないような処置を施している途中でございます。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会です。台風による拡散の関係ですけれども、まずサイ

トの中については事業者において、適切な対策はとっていただきたいと思い

ます。また、私どもとしては環境中の放射性物質の存在状況が、この雨でど

う変化するかということは重要なポイントだと思っていまして、環境モニタ

リングの結果に注視してまいりたいと思います。 

二本松などで校庭の土をはがしてという対応が行われつつあるということ

でありますけれども、一般的に申し上げまして、被ばく線量を合理的達成可能

な限り低くするということは、放射線防護の非常に大きな原則でありますので、

基本的に望ましいことであると考えております。 

 

Ａ：（文科省）台風１号の土壌拡散対策の関係ですが、文部科学省は、なかなか

対策というよりはモニタリングということで、前後の値をしっかり測定して

いくという役割があるのかと思っております。また、二本松市等の校庭の表

土の除去についての方針が昨日発表されたと承知しておりまして、中学校と
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小学校についてはその際の基準で、線量率が 1.9μSv/h 以上の学校と承知し

ております。これについて、本日の大臣の会見の中では、安心のためではな

いかとおっしゃっておられます。それを含めまして、大臣の会見については

YouTube などでも公開をしておりますので、御覧いただけるかと思います。 

 

Ｑ：上下入替え方式と土壌に穴を掘って埋めてしまう方式のどちらがよいか、

どうお考えでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）先日に行いました上下入替え方式についての具体的な報告につい

ては、原子力安全委員会に御報告して評価をいただこうと思っておりますの

で、その過程でもどういう方法が良いのかについての議論が行われるのでは

ないかと思います。今の時点では、私が評価することは適切でないと思って

おります。 

 

Ｑ：安全委員会の方も、まだそういうところは決定でないということですか。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会としては、合理的に達成可能な限り被ばく線量を下げ

るということが大事なのであって、そのための方策というのを単一のやり方

に限定するとか、そういうことまでは必要ないと思っています。大事なこと

は合理的に達成可能な限り被ばく線量を下げるということです。 

 

Ｑ：分かりました。１つ聞き忘れていたんですけれども、先ほどのブローアウ

トパネルが外れたタイミングについて、３号機爆発時というのが政府資料で、

これが衛星写真によって違うと確認された場合、政府資料を訂正する予定が

あるかを細野さんにお聞きしたいです。 

 

Ａ：（細野補佐官）今、私も衛星写真を見ているんですけれども、そう言われれ

ば開いているようにも見えるし、何か違う写り方の加減と見えなくもないし、

ちょっと微妙だなという感じがしております。ただ、なぜブローアウトパネ

ルが開いたのかということは、必ずしも確たる見解が見いだせているわけで

はありませんので、この事故全体の状況を考えたときに２号機が水素爆発し

てないのは、恐らくブローアウトパネルが開いていたということが原因だと

思いますので、非常に重要なファクターの１つなんですね。ですから、どう

いう原因なのかということは再度検証してみる必要があると思いますので、

検証した上で違うのだということであれば、当然訂正すべきだと思います。 
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Ｑ：分かりました。 

 

○朝日新聞 坪谷 

Ｑ：朝日新聞の坪谷と申します。３号機の使用済燃料プールのことでお尋ねし

ます。先ほどの分析結果から、東京電力としては使用済燃料の健全性につい

ては、どのようにお考えなのでしょうかということが１点と、その東電の考

え方に対して、保安院としてはどのようにお考えなのかをお聞かせください。 

 

Ａ：（東電）まず東京電力でございます。通常、十分に減衰が進んでいる使用済

燃料でございますので、今回、見つかったような短半減期のヨウ素 131 とか

セシウム 136 が見つかっていることを考えますと、今回の原子炉の事故に伴

う核分裂生成物が建屋内を通過してきて、この使用済燃料プールに溶け込ん

だ可能性が高いと考えております。濃度的にも２号機のところで見られた濃

度とほぼ同等でございますので、今のところは使用済燃料自身が損傷してい

るとは考えておりません。ただ、写真で御覧になっていただいたとおり、瓦

れき等が大量に使用済燃料プールの方に落ちておりますので、使用済燃料プ

ールの上部、ハンドのところに瓦れき、あるいは鉄骨のようなものが落ちて、

使用済燃料自身がそういった加重によりまして損傷している可能性自身を否

定するものではありませんけれども、今のところは外部から持ち込まれたも

のではないかと想定しています。 

 

Ａ：（保安院）原子力安全・保安院です。我々も短い半減期の核種でありますヨ

ウ素 131 とセシウム 136 が検出されていることから、原子炉由来である可能

性が高いのではないかと思っております。先ほど松本さんの説明にもありま

した、２号機の使用済燃料プールのスキマサージタンク水の核種分析の結果

とも、ほぼ同じ状況であることからしても、やはり原子炉由来ではないかと

考えられまして、使用済燃料自体はこのデータからは何か損傷されていると

かいうことを推し測るようなものにはなっていないと思っております。 

 

Ｑ：追加で１点。この瓦れきについては、撤去するなり何なり、今後どのよう

にお考えでしょうか。 

 

Ａ：（東電）まだ具体的な方策があるわけではございませんけれども、 終的に

は使用済燃料を取り出す必要がございますので、その前の段階で瓦れきにつ

いては撤去する必要があろうかと思います。ただ、現時点では、まず使用済

燃料プールの方も循環型の冷却に移行したいと考えております。 
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○司会 

ほかの質問はいかがでしょうか。 

 

○TBS 渡部 

Ｑ：TBS の渡部です。今の関連で３号機の使用済燃料プールについてなんですけ

れども、確認ですが、通常、原子炉にある水というのは大体数百 Bq だと記憶

しているんですが、これは 1,000 倍ぐらいということでいいのかということ

と、２号機と同じぐらいの濃度とおっしゃったと思うんですけれども、２号

機のプール水のサンプルを取ったのはいつですか。 

 

Ａ：（東電）御指摘のとおり、通常の原子炉水から比べれば 1,000 倍程度のオー

ダーです。２号機に関しましては４月 16 日にサンプリングを行いまして、そ

の結果につきましては 4月 18 日に公表させていただいております。 

 

○司会 

次の方、どうぞ。 

 

○毎日新聞 岡田 

Ｑ：毎日新聞の岡田と申します。関連で３号機の燃料プールの水の分析結果に

ついてなんですけれども、先ほど言われた原子炉由来というのは、具体的に

言うとどういうメカニズムでプールに放射性物質が来たことになるのかとい

うことが１点と、通常は 1,000 倍ぐらいということでしたけれども、各核種

別に過去の 大値がそれぞれどれぐらいなのかということを教えてください。

全く別件になるんですけれども、３点目として、この間、女性の被ばくで女

性の人数で集計ミスがあったと思うんですが、実際には免震棟でいたのにも

かかわらず、いないとカウントしていた人について、外部被ばくは測ってい

たけれども、内部被ばくについてはこれから調査するということでした。結

局、その内部被ばく量が幾らだったのかということを教えてください。 

 

Ａ：（東電）まず３号機の使用済燃料プールへのルートでございますけれども、

発生源は原子炉の燃料の損傷と考えております。損傷した際に、燃料棒の中

にございます核分裂生成物であるヨウ素ですとかセシウムが原子炉水、蒸気

等に漏れ込みまして、格納容器、原子炉建屋の方に水蒸気若しくは粒子状の

物質として拡散したのではないかと考えています。 終的には、それらが原

子炉建屋のオペレーティングフロアのところに到達いたしまして、使用済燃
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料プールの方に溶け込んだか、若しくは今回は爆発しましたので、コンクリ

ート片等に付着したものが水の中に飛び込んだことで、プール水の方に溶け

込んだのではないかと考えております。過去の 大値とおっしゃいますのは、

プール水の 大値でしょうか。確認させて欲しいんですけれども、基本的に

はほとんど検出限界未満か、あるいは検出限界ぎりぎりというようなところ

だと思っています。こんなに高濃度で検出されることは通常の状態ではあり

ません。女子の被ばくでございますけれども、昨日９日に JAEA さんでホール

ボディカウンタを受けている状態でございますので、まだ正式な分析結果は

こちらの方に来ておりません。分かり次第、公表させていただきたいと思い

ます。 

 

Ｑ：そうすると、通常の 1,000 倍ぐらいというのは何を基に言っているんでし

ょうか。 

 

Ａ：（東電）先ほどの御質問は、原子炉水の総 Bq 数に比べると、普通ですと数

百 Bq というオーダーで 10 万というオーダーですので、けたで言いますと３

けた上がるという状況でございます。 

 

Ｑ：先ほども関連の質問が出ましたけれども、この使用済燃料の露出というの

はないんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）露出したかどうかでございますか。こちらにつきましては、まず今

回の３号機の使用済燃料プールへの保管は 566 体ということで、４号機に比

べても約３分の１程度でございます。また、発熱量も４号機に比べますと１

けた以上小さい発熱量でございますので、私どもとしては３号機の使用済燃

料プールが冷却不足に陥ったとは考えておりません。 

 

○司会 

ほかの御質問があれば。 

 

○読売新聞 本間 

Ｑ：読売新聞の本間と申します。話は変わるんですが、今日出された資料の中

の震度６強以上の地震に関する表なんですけれども、これを出された意図と

説明があれば教えてください。あと、東京電力さんの方に、今日はロボット

が大物搬入口から３号機の中に入るという話をおっしゃっていたと思うんで

すけれども、線量とか、どういう状況だったのか、瓦れきが撤去できたのか
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どうかということが分かれば教えてください。 

 

Ａ：（保安院）震度６強の地震の表は、今回の浜岡のことで総理からの要請を中

部電力の方で受けていただきましたけれども、それに関連して浜岡の発電所

に関する地震あるいは津波の確率がいかに高いかということを、何回かいろ

いろな場所で御説明してまいりましたけれども、そのデータを口頭で言って

いるときが多かったので、改めて紙でお示ししたということであります。 

 

Ａ：（東電）東京電力でございます。３号機の大物搬入口付近のロボットの作業

状況でございますけれども、本日は９時から作業を開始いたしまして、14 時

30 分頃に作業を終了しております。まずタロンでございますけれども、大物

搬入口付近の瓦れき数個の線量を確認いたしまして、おおよそ 50mSv 前後の

瓦れきがあるということを確認しております。本日は原子炉建屋の方には入

っておりません。ボブキャットの方でございますけれども、確認した瓦れき

数個を集めたところでございまして、まだコンテナには積めていない状況で

ございます。 

 

○司会 

それでは、次の方。 

 

○読売新聞 今津 

Ｑ：読売新聞の今津です。先ほどの毎日新聞さんの御質問と少し関係するので

すが、燃料プールの水の関係です。３号機のプールの燃料の空だきはなかっ

たと御判断されたということなんですけれども、それはより熱量の多かった

４号機でどうやら破損が余りなかったという結論とも併せて、どうやら３号

機も大丈夫そうだと御判断されたということでよろしいんでしょうかという

点。そうしますと２号機と３号機は非常によく似た状態なので、４号機がよ

りきれいだったことを見ますと、１号はもっと熱量が低かったわけですから、

１～４とも燃料プールに関しては、どうやら空だき、あるいは燃料の破損等

のシビアな状況にはなっていないという結論が出たとの理解でよろしいので

しょうか。瓦れきが非常に大量に落ちていて、鉄骨のようなかなり重いもの

も落ちているようですけれども、それによって一部破損する可能性が否定で

きないと先ほどおっしゃいましたが、水が十分残っていて、物理的にごく一

部がピンポイントで破壊されるようなことがあった場合、水中にどのような

核種が出てくることが想定されるでしょうか。例えばヨウ素、セシウム以外

の燃料の成分そのものが出てきている可能性があるのではないかと想像する
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のですが、そうした分析は今後されるでしょうか。もし、そうだとすれば、

この水がプール外へこぼれていたりとか、あるいは今後、燃料を取り出す際

にちょっと厄介なことになるのではないかと考えて質問します。以上です。 

 

Ａ：（東電）まず１問目の御質問でございますけれども、おっしゃるとおり、そ

もそも発熱量の多い４号機の方で健全な状態だというふうにほぼ判明しつつ

あるということと、その比較におきましても３号機の方は発熱量が１けた小

そうございますので、そういった面からも使用済燃料プールの冷却ができな

くなったという状況ではなかったのではないかと推定しています。検出の状

況も先行して調べております２号機とも似ておりますので、こういった形で

１～３号機のように内部で炉心損傷があったようなケースですと、使用済燃

料プールにある程度こういった形で核分裂生成物が溶け込むことはあるので

はないかと推定しています。ただ、まだ１号機に関しましては、プールの状

況、使用済燃料プールの水の分析ができておりませんので、１号機の水の分

析が進めば相当の確度で、プールの使用済燃料の状況については確定できる

のではないかと考えています。もう 1 つ、３号機の使用済燃料プールの瓦れ

きによる影響でございますけれども、確かに今回は空だきという状況ではご

ざいませんが、重たいものが落下することによって機械的に破損するという

ケースは、今の時点で完全には否定できませんが、そういったケースですと

長半減期のものが少し出てきていることはあろうかと思っています。今回の

ように、短半減期のヨウ素ですとか、セシウム 136 は燃料棒の中で十分減衰

しているはずですので、こういったものは見られないと思っています。ただ、

いわゆるウランだとかプルトニウムといった重金属まで出てくるかというと

ころについては、まだはっきりしたことは分かっておりません。 

 

○司会 

ほかにいかがでしょうか。 

 

○時事通信 野中 

Ｑ：時事通信の野中と申します。先ほど読売さんが聞いたことに関連して、30

年以内に震度６強の地震が起きる確率の資料は算定が１月１日になっていま

すが、東京電力さんの福島原子力発電所が入っていない理由と、その数値を

教えてください。その数値を基にした場合、そもそもこれが信用できる推定

の確率なのかどうか。それを踏まえて浜岡原発の停止を要請するに至った根

拠、ほかの原子力発電所の停止を要請しない、安全だと判断する根拠をそれ

ぞれ細野さんにお伺いします。数値は西山さんから答えていただければ結構
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です。 

 

Ａ：（保安院）今、資料を探していますけれども、東京電力の福島原子力発電所

に関わる値も非常に小さい値であります。そういう意味で、今回の地震をこ

の資料を作った段階で予見したかというか、このパーセンテージをどう考え

るかというのは、いろいろ考え方があると思います。 

 

Ａ：（細野補佐官）残念ながら、東京電力の福島の原発ではこうした大きな事故

が起こってしまったわけですね。今、当然その原発は発電所として動かせて

おりませんし、止めるべく努力をしていると思います。今回の浜岡原発の判

断というのは、福島第一、第二以外の原子力発電所の中で、どういうリスク

があるのかというのを比較したんだろうと思います。そして、その比較をす

る中で格段に浜岡原子力発電所については地震の確率が高いので、それにつ

いては安全のサイドに立って、少なくとも中期的な対策が打たれるまでは止

めるべきだろうという判断がなされたものと考えます。 

 

Ｑ：浜岡に関しては分かりましたが、確か福島は地震ハザードステーションで

調べると 0.6 か 0.8 だったと思うんです。そうすると、ほかの女川ですとか、

川内、東海第二とかを、今の段階で政府が安全、若しくは止める必要がない

と判断している理由と根拠は何でしょうか。 

 

Ａ：（保安院）いずれにしても、緊急安全対策を各発電所にはとっていただいて

いますので、それによって全ての電源と冷却機能が津波によって失われてし

まった場合でも、高台に置いてある発電機とかポンプ車あるいは電源車など

によって、その機能を回復できるというところまでは確保されているわけで

す。そういう意味で、基本的には 後の冷却機能が確保できるという意味で

安全と考えております。この地震の確率が非常に低ければ、その 後の手段

を発動する必要も低くなるということだと思います。 

 

○司会 

よろしいでしょうか。 

 

Ｑ：細野さんの御見解を教えて欲しいんですけれども。 

 

Ａ：（細野補佐官）そういった数字を見ればいろいろな御意見があるのは理解で

きます。ただ、現時点で我々が比較をすべきは、浜岡原子力発電所とその他
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の原子力発電所の間でのリスクの差ではないかと私は考えます。したがって、

浜岡原子力発電所に関しては停止すべきだという判断をしたこと自体は、間

違っていないのではないかと思います。 

 

○司会 

先ほど御指名しました男性の方。 

 

○IWJ 原 

Ｑ：IWJ の原と申します。昨日もちょっと触れられた質問だと思うんですけれど

も、岡田幹事長が飯舘村へ防護服を着ていった件で細野さんにお伺いしたい

と思います。現時点では安全、直ちに影響がないと言われている場所だと思

うんですけれども、ああいう格好で来られたら、そこに疑問の声が上がって

いると思うんです。政府が全てのデータを公開しているわけではないと思わ

れるんですが、政府だけが持っているデータを鑑みて、岡田幹事長の対応で、

あの防護服で正しかったのではないかという声が上がっていると思うんです

けれども、細野さんの考えをお聞かせください。 

 

Ａ：（細野補佐官）今日は岡田幹事長にお会いしたんで事情を聞けばよかったん

ですけれども、会議で会って双方が入れ違いになってしまったので直接話を

することができませんでした。岡田幹事長自身は大変フェアな人ですので、

何か自分だけに情報があってそういったことをやるということは幹事長の性

格から言ってもあり得ないと思います。あとは、それを地元の人がどのよう

に受け止められたのかということについて、ちょっと私は承知をしておりま

せんので、すみません、２回保留をしてしまって申し訳ないんですが、確認

をした上でまたお答えしたいと思います。 

 

Ｑ：住民の方々と握手をする写真が出ているんですけれども、手袋とかを付け

ているんですね。その写真に対して、ばい菌にでも触るかのようというコメ

ントも出ています。こういった行動の 1つ 1つが住民の方々を不安にさせて、

また、これが風評被害というのも助長していると思うんです。そういうこと

を踏まえて、今後、現地に入る政府関係者の身なりなどを改善していくとい

う議論をすることはありませんか。 

 

Ａ：（細野補佐官）現地の人とどのように幹事長が接したのかということについ

ては、すみません、存じ上げませんので私も確認をしたいと思います。今後、

現地に入るときにいろいろな要素を加味して行動すべきだという御意見は、
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ごもっともだと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

 

○司会 

それでは、ほかの方はいかがでしょうか。 

 

○毎日新聞 日野 

Ｑ：毎日新聞の日野です。使用済燃料のプールのことで追加してお伺いします。

パラメータを見る限り、３号機の使用済燃料プールの水位については、一貫

して分かってないということでいいのかどうか。それから、３月 17 日だった

と思うんですが、自衛隊のヘリで３号機と４号機のプールの方に放水しまし

たね。確かこのときのコメントでは、燃料プールが冷却できない状態にあっ

て放水をしたという話だったと思うんですけれども、この際にも露出はなか

ったと見ているのかどうか。これは結果論かもしれないんですが、使用済燃

料のプールが、今は一応冷却できているというのは、コンクリートポンプ車

の力が大きいように感じるんですけれども、今まではそもそもああいう機械

を使うのは全く想定してなかったということで理解しているんですが、それ

でいいのかどうか。あと、海外では使用済燃料プールの冷却ができなかった

場合、つまり電源喪失で冷却系がなくなった場合のことを想定していること

があるらしいんですが、そういった想定というのはこれまでされていたのか

どうか。この質問については保安院さんと安全委員会さんにもお伺いしたい

と思います。 

 

Ａ：（東電）まず東京電力の方からお答えさせていただきます。使用済燃料プー

ルの水位でございますけれども、現在、いわゆるスキマサージタンクの入り

口の部分でございますので、プールの水位としては満水の部分まで確保され

ております。したがいまして、使用済燃料プールの冷却という意味では、現

時点では問題ないレベルと判断しています。 

 

Ｑ：パラメータでは計器不良と書いているんですけれども。 

 

Ａ：（東電）ですから、コンクリートポンプ車の画像で見た限りにおいては、満

水状態にあるということでございます。 
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Ｑ：私の質問が悪かったのかもしれないんですが、パラメータとしては取れて

ないということで一貫していいのかどうかという質問だったんですけれども、

それでよろしいんですね。 

 

Ａ：（東電）そうです。パラメータとしては取れておりませんが、今回のように

コンクリートポンプ車のアームの先にカメラを取りつけまして、満水の状態

だということでございます。３月 17 日の段階でございますが、外部電源、デ

ィーゼル発電機がないという状態でございますので、当然、使用済燃料プー

ルの冷却もできてなかったという状態でございます。したがいまして、私ど

もといたしましては使用済燃料プールをいかにして冷却をするか。冷却がで

きないというのであれば、注水をして水を確保するというのが喫緊の課題で

ございましたので、政府にお願いいたしましてヘリから放水をしてくださっ

たということでございます。また、 終的にはコンクリートポンプ車で注水

を行うわけでございますけれども、それまでの時点では、使用済燃料プール

をこういったコンクリートポンプ車で放水することによって水を確保すると

いうことは、設計上、考えておりませんでした。 

 

Ａ：（保安院）原子力安全・保安院です。私の知る限りでは、使用済燃料プール

が冷却できなくなったときに、どういうことが起こるかという研究があった

ような気もしますけれども、今ははっきり分かりません。 

 

Ａ：（原安委）原子力安全委員会です。安全設計審査指針では、全電源喪失した

状態での評価を行うことを求めていますけれども、時間幅にしては一般の送

電網が回復する時間を念頭に置いてやっているということであります。 

また、どういう事象を選ぶかについては、全電源喪失をした場合に環境への

影響の大きな事象を選ぶというのがリスク評価の基本になっていると思いま

すので、個別のケースで何が選ばれているかは、今は手元に資料もないんで触

れられないですけれども、少なくとも指針では個別に何をやりなさいという形

では求めていません。 

 

Ｑ：つまり、今の回答というのは分かりやすく言うと、長時間にわたる電源喪

失があって、プールをどう冷やすかということは指針で想定しなくてもいい

ことになっているという解釈でよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）プールかどうかは特段触れてないんですけれども、電源喪失に対

する設計上の考慮ということでは、指針の解説の中で長期間にわたる全交流
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動力電源喪失、これは外から来る電気も、発電所の中の非常用ディーゼルも

両方ともダウンした場合ですが、これまで長期間にわたるものは考慮する必

要がないという考え方になってきた。 

 

Ｑ：特に炉心と変わらないという趣旨でよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）どの部所についてそういう評価を行うかは、影響の大きな部所に

ついて行うというのが基本でありますから、指針では特段どの部所について

行えということまでは求めてないということです。 

 

Ｑ： 初の質問に戻ってしまうんですが、結局プールで電源喪失した場合にど

う冷却するかというのは、特段これまで議論などがあったことはないという

ことでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）そういう意味では、使用済燃料プールに特定して安全評価を行い

なさいということは、指針では定めてないということです。 

 

Ｑ：今まで原子力に関する学会であるとか、この安全委員会の中でもこうした

議論というのは特になかったんでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）すみません、今、そこら辺の経緯に詳しい者がいないので、また

宿題にさせていただければと思います。 

 

○フリー 横田 

Ｑ：フリーの記者の横田一です。今日の朝日の夕刊によると、清水社長が官邸

を訪れて、我々の 大の合理化が前提と言いながら追加のリストラ策を示し

た。その中には送電網の売却が抜け落ちていて非常に不十分な甘い内容だと

思うんです。要するに、東電の前提というのは地域独占を温存して、送電と

発電が一体というのが前提でリストラ策を出したという考えだと思います。

細野さんにお伺いしたいんですが、これが菅総理、菅政権の方針なのかどう

か。そうでなければ、海江田大臣がこのリストラ策を評価しているんですが、

閣内不一致になるのではないか。東電救済大臣と呼ばれてもおかしくないと

思うんですけれども、菅総理のお考えをお伺いしたい。あとは、娘さんが東

電に就職した西山審議官に、東電を解体しない地域独占温存型の解体スキー

ムを誰が作ったのかということを聞いても答えてくれなくて、送電網の売却

額も情報公開を拒否されているんですが、この場に北川総括審議官と東電解
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体案を握りつぶされたという古賀さんを呼んで２つの案を説明していただき

たんですけれども、その提案について YES か NO かをお答えいただきたいと思

います。 

 

Ａ：（細野補佐官）こういう記者会見ですので率直な御質問をいただいてもいい

と思うんですが、やはり家族のプライバシーとかに土足で入ってくることは、

余りいいことではないと思います。これは私の意見です。その上で送電網の

問題ですが、菅政権として電力会社の経営の在り方について、今の電力会社

の在り方がしかるべきだとか、さらにはこれを守るんだとかいうことの意思

決定をしている事実はありません。むしろ、そういったことというのは様々

な議論を通じて、柔軟にいろいろなケースがあり得ると考えています。です

から、今回の送電網を持ち続けるかという問題と、リストラがどうかという

のは全く次元の違う問題で、リストラはしっかりと東京電力にやってもらっ

て、特に賠償に充てるという大きな方向性があるわけですから、それはやっ

ていただかなければならないし、政府としてもその方針だと思います。した

がって、海江田大臣が言っていることと菅総理が言っていることというのは、

そういった意味で齟齬があるということではないと思います。 

 

Ｑ：全然認識が違うと思うんですが、賠償スキームには２つの方法があって利

益で返す場合と資産で返す場合だと。今、政府の中で有力視されている案と

いうのは東電の利益で返す案で、地域独占のビジネスモデルも温存されると

いう前提になっているから送電網の売却まで踏み込めない。なぜ資産を売却

する、処分するという古賀さんが作った東電解体計画に沿って、送電網の売

却まで入れないのか。そこが非常に分岐点になっている。西山さんの個人的

なことというお話だったんですが、西山さんに限らず経産省の部長とか局長

が東電に入社しているという指摘もこの会見で出て、要は経産省全体が東電

に甘いスキームを出して、それを既成事実化しようとしているのではないか。

今、発売している AERA にも出ていますけれども、そういう疑問が生じている

んで、是非、菅政権として送電網の売却まで踏み込む、資産を売却するリス

トラをやるんだという意思表示、政治主導でやるんだというメッセージをお

聞きしたいんですが。 

 

Ａ：（細野補佐官）個人の家族のことに関しての見解は、横田さんと私とで違う

んだろうと思います。この件は、これ以上論争しても仕方がありませんので

置きます。先ほどの売却の話に戻りますが、資産を売却して賠償に充てるべ

きだという考え方は、菅政権としてはしっかり持っております。したがいま
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して、東京電力に対してもあらゆる資産の売却をしっかり考えてもらうとい

う姿勢については、全く揺るぎがありません。送電網の売却ということにな

ると電力会社そのものの在り方に関わりますから、その議論はまた改めて

様々あってもいいのではないかということを申し上げているんです。 

 

Ｑ：では、北川総括官と古賀さんに出ていただく件はいかがでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）北川さんは今、この賠償問題を主にやっておられますので、

その議論がある程度集約した時点で、いろいろな公開の在り方はあるのかも

しれませんが、担当大臣が海江田大臣です。海江田大臣の下で北川さんはや

っているわけですから、本当はスキームが固まった時点でしっかりと海江田

がお答えになるのが筋ではないかと思います。 

 

Ｑ： 後に確認で、資産の中には発電網も入るという理解でいいわけですね。 

 

Ａ：（細野補佐官）もちろん、東京電力の資産の中に発電網は入ります。ただ、

この賠償のスキームの中にいきなり何でも入れてもいいとは考えていなくて、

まずは売れるものからしっかり売ってもらって、被害者の皆さんの賠償に充

てるということです。送電網をどうするのかという問題は、正に電力会社を

我が国としてどういったものと考えていくのかという、全く別次元の議論が

あるわけです。その議論があっていろいろな形態を考えるということについ

ては、全く否定するものではありません。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○司会 

ほかにいかがでしょうか。 

 

○共同通信 竹岡 

Ｑ：共同通信の竹岡と申します。一時帰宅について、細野さんと保安院にお願

いします。細野さんに２点お願いします。自宅滞在の時間が２時間になって

いますけれども、今日から始まった住民の方から２時間では短過ぎるという

声も上がっています。この２時間に決まった根拠や経緯についてお願いしま

す。それと、この２時間というのが被ばく線量をなるべく抑えたいという理

由からであれば、当初より周辺の線量が大分落ちている状況になっています

が、今後は２時間を延長する見直しがあり得るのか。以上の２点をお願いし
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ます。保安院には、細かい点を含めて４点お願いします。以前、説明の会見

では、警戒区域に入ってから出るまで５時間を念頭に置いているということ

でしたが、この自宅滞在の２時間を引いた残りの３時間は、バスによる移動

時間とか警戒区域外に出てからのスクリーニングの時間、そのほか何の時間

として３時間を見ているのかというのが１点。それと、こうした２時間とい

う基準を決定したのは保安院の決定なのか、それとも政府の決定になるのか。

政府の決定であれば、その際の保安院の立場というのがもう 1 点です。３点

目は、一時帰宅が可能な地域の基準として 200μSv という基準がありました

けれども、これは５時間の警戒区域内の滞在中に浴びる被ばく線量が、一般

人の年間の１mSv を超えないようにするために、200μSv という基準が出てき

たということでいいのかが３点目です。 後に細かいんですけれども、住民

の方の集合場所になる中継基地は警戒区域の外で、かつ、その近くというこ

とでよろしいか。以上をお願いします。 

 

Ａ：（細野補佐官）竹岡さんには大変申し訳ないんですけれども、多分、警戒区

域の決定そのものに携わった人間が、今、このひな壇にはいないと思うんで

すね。ちょっとお答えできることが限られるかもしれませんが、それは御容

赦ください。２時間が短過ぎるという御意見は私のところにも数多く来てお

りまして、御自宅に帰ってできるだけ様子を見たい、持ってくるものをしっ

かり確保したいと思っておられる方には、本当にお気の毒だと思います。ど

ういった根拠で２時間に決まったのかということについては、私は正確に全

て存じ上げているわけではないんですけれども、被ばく線量の問題もあるで

しょうし、また、数多くの皆さんに行っていただくという制約の問題もある

んだろうと思います。この一時帰宅が議論される途中で、1人だけではなくて

複数入りたいという要望もかなり強く来まして、それは一部取り入れられた

りもしたんです。ですから 大限、一時帰宅される方の御希望に沿う形で努

力をした中で、２時間というのはやむを得ないという現時点での判断に至っ

たものと私は思います。そのほかのことは、私は前提としている知識が十分

にないもんですから、どこで答えることができるのかということも含めて、

持ち帰らせていただきたいと思います。 

 

Ａ：（保安院）原子力安全・保安院です。私の方から答えられることだけお答え

したいと思います。まず誰が決めたのかという２つ目の御質問は、立入りを

するに当たって、警戒区域への一時立入許可基準というのを作っておりまし

て、これは４月 23 日に発表されております原子力災害対策本部長、これは総

理ですけれども、この原子力災害対策本部の決定として今回お願いしている
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内容を決めております。集合場所については、警戒区域の中でお集まりいた

だくところと、警戒区域の外側でベースキャンプのようになるところと、２

種類あるということだと思います。あと、何が必要なことなのかというスク

リーニングなどの関係ですけれども、今分かることは防護服を着ていただい

たり、いろいろな装備を付けていただいたりするようなこと、帰ってきたと

きはスクリーニングをしていただくことなど、一定の人数がいらっしゃいま

すので、その方々にそれらをやることについての時間が必要だということだ

ろうと思います。立入り時間の考え方については、原子力安全委員会の助言

に基づいて、１回の立入りによる線量が１mSv 以下になるように滞在時間を計

画するということで、区域内の総量については必ずしもモニタリングが十分

でないところから安全を重視いたしまして、区域内の立入りを全体で 大５

時間になるようにしたということであります。そこから逆算して、移動とか

スクリーニングなどに要する時間を踏まえると、在宅時間が 大２時間とな

るということであります。今、私の方で分かるのは以上のようなところです。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○フリーランス 木野 

Ｑ：フリーランスの木野です。細野補佐官にお伺いしたいのですが、１つが、

これは先日の質問の続きのような感じになるんですが、４月４日の汚染水の

放出の件で質問した際に、２日ほど前に小佐古参与の提案でやられたという

お答えがあったのですが、統合本部として、その提案に関して、どういうふ

うに緊急性の判断をされて、 終的に放出の決定をされたのでしょうかとい

う経緯を御説明いただければと思います。これも細野補佐官になんですが、

現状、東電と文科省で海のモニタリングを 15 ㎞の内・外で分割してやってい

るんですが、東京電力に事故処理に専念していただくという意味も含めて、

海のモニタリングと敷地内のモニタリングを国の方でカバーしていくような

お考えはないでしょうか。海のモニタリングにしても、敷地にしても、それ

なりの人手がかかると思うので、その辺を国の方でカバーすると、少しもの

が進むかなと思いました。それから、これも細野補佐官にお願いしたいので

すが、今、東京電力で会見を松本本部長代理がやられているんですが、３月

末まで元副社長がやられていて、 低週１回は役員の会見をするという条件

で会見が松本さんにバトンタッチされたんですが、それ以降、１ヶ月半で２

回か３回程度しか役員の会見がないのです。現状、いろいろな賠償スキーム

含めて問題が出てきている中で、我々としてはやっていただきたいのですが、

統合本部としての広報体制として、この件に関してはどのようにお考えでし
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ょうか。以上３つお願いします。 

 

Ａ：（細野補佐官）まず、汚染水の問題ですが、実は、小佐古参与はいろんなア

ドバイスをしておられまして、私のところにはそのアドバイスがかなり頻繁

に来ておりました。したがって、汚染水の低レベルのものは放出した方がい

いという、そのアドバイスも私は受け取っておりました。ただ、恐らく東京

電力には行っていなかったのではないか。少なくとも私は渡しておりません

し、東京電力が直接受け取っているということはないと思いますので、そう

いった検討に影響を及ぼしたということではありません。私はアドバイスは

受け取ってはいましたけれども、まずは水を止めることが大事だと思ってお

りましたので、そういう見解があるんだなということは考えながら、一方で、

何とか水が止められないかということを検討していたということでございま

す。しかし、残念ながら高レベルの汚染水がなかなか止まらなかったという

事情が、これがより深刻になってまいりましたので、これはやはり低レベル

の水を出してでも高レベルのスペースを確保しなければならないという、厳

しいけれども、避けられない決断を、やむなしというふうに判断したという

ことでございます。その際の私自身がそう判断した材料の１つとして、小佐

古参与の意見は参考にはいたしました。２つ目に、海のモニタリングを国で

ということですが、基本的には木野さんおっしゃったとおり、モニタリング

というのは国がやるべきものだと考えています。ただ、モニタリングのポイ

ント数というのはかなり増えてきておりまして、文部科学省はもちろんです

が、関係省庁もそれにかなりの人的、また船などの物的なエネルギーを投じ

ている状況なんですね。ですから、国でカバーし切れないところについて、

東京電力や、一部、他電力も協力してくれているんですが、そういったこと

に協力をしてもらうというのは、事業者としての責任上、ある程度やむを得

ないところがあるのではないかと思っています。ただ、事業者が勝手にやる

ということはあってはなりませんので、そのやり方については、文部科学省

で明確にして、そのやり方に基づいて事業者がやるというのは当然のことだ

と思います。 後に、武藤副社長の会見をという話ですが、そこは東京電力

としての判断がいろいろあるんだろうと思いますが、私もできるだけ役員が

しっかりと答えるということは必要ではないかと思います。１つのきっかけ

としては、５月 17 日、工程表の道筋の更新という機会がありますので、当然

これは我々のレベルの会見ではなくて、もう少し責任を持って答えられるメ

ンバーの会見が行われるべきではないかと思いますので、そこは是非、役員

の皆さんに出てきていただきたいと思いますし、私もそのことを申し上げよ

うと思います。 
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Ｑ：関連なんですが、今の汚染水の放出に関してですが、細野さんのお考えは

理解したのですが、統合本部として、 終的にどういうような結論になった

かを教えていただけると助かります。それから、モニタリングに関しては、

これは基本的には、事故処理を考えると、東電の人的・物的資源の方がかな

り厳しいと思うので、それを国がカバーするという方が本筋ではないかと思

うんですが、その辺は順番としてどういうふうに考えますでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）そのことも検討したんですが、モニタリングに出している要

員というのは、例えば、原子力発電所の中で作業できる要員とては少し違う

種類の人たちが今、いろんな形でモニタリングにかかっていると聞いており

まして、現段階でモニタリングをやっているから福島の原子力発電所の問題

に十分な力が発揮できないという状況にはないと考えております。ただ、こ

れから人繰りの問題でいろんな困難な状況が出てくるという可能性は全く否

定できるわけではありませんから、そういうことがないように、そこはしっ

かり心がけていきたいと思います。 

 

Ｑ：汚染水に関して、統合本部としての 終的な判断材料、判断基準を教えて

いただければと思います。 

 

Ａ：（細野補佐官）統合本部としての判断は、これは皆さんにもう既に御説明を

しているとおりでございまして、小佐古参与のアドバイスがあった２日後だ

ったと思うんですけれども、東京電力が汚染水を、薄いものについては海に

放出をしたいという見解がございましたので、それに対して国として了承す

るという観点で、本部としてというよりは、国としてそこは判断したという

ことでございます。本部はもちろん、国も事業者もおりますので、様々な議

論はしているんですけれども、やはり事業者は事業者の立場で様々な決定を

する。それに対して国は国で様々な権限を持っているわけですから、そこは

そういった判断をするということで、明確に役割を分けているんですね。で

すから、本部としてというよりは、汚染水に関しては東京電力が出さざるを

得ないという判断をして、国が認めたと、そういう手続を取ったと思います。 

 

Ｑ：すみません、１つだけ。その際に、緊急性という意味では、どのぐらいの

時間的な余裕があったという説明があったのでしょうか。 

 

Ａ：（東電）東京電力でございますけれども。 
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Ｑ：すみません、細野補佐官にお願いしたいのですが。統合本部としてどうい

うふうにそれを理解したかという意味で、細野補佐官にお伺いしたいのです

が。 

 

Ａ：（細野補佐官）いろんな議論はあったんですけれども、これは統合本部とし

て判断したということではなくて、まずは東京電力が判断をし、そして、そ

れを受けて、保安院がそれを了とするという判断をしたわけです。その時間

差がどれぐらいあったかは、これは皆さんに記録としてはお出しをしている

と思うんですが、手続としては、東京電力が言うならば決定をしてから、決

定というか、その判断をしてから、保安院が 終的にそれを了承するまでの

間が検討時間ということになります。 

 

Ｑ：そのときに、要するに、どのぐらいの時間的猶予があるというふうに東京

電力から統合本部に説明があったんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）保安院の方でお答えしますけれども、非常に急ぐということであ

りました。 

 

Ｑ：急ぐというのは、どういう急ぐでしょう。急ぐでは分からないんですが。 

 

Ａ：（保安院）何分ということではありませんけれども、当時起こったことは、

さっき細野補佐官もおっしゃったように、２号機の水がピットのところから

あふれ出ていたわけですね。それを止めるためにやる手段として、集中廃棄

物処理建屋を空けなければいけない。空けるためには、かなり時間をかけて、

すぐに、何分間で空けられるというものではなくて、膨大に水が入っている

わけですから。 

 

Ｑ：手順に関しては説明をいただいているんですが、要するに、あとどのぐら

いの時間で 終的に立坑から水があふれるなりというような判断、時間の説

明があったのでしょうかという意味なんですが。 

 

Ａ：（保安院）いや、それは、もうあふれているわけですよね。 

 

Ｑ：いや、あふれてはないです、上からは。 
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Ａ：（保安院）上からはあふれてないですけれども。 

 

Ａ：（細野補佐官）要するに、２号機の立坑であるとか、タービンのところの水

を移送するのに一刻を争ったわけですね。これは一刻を争ったんです。その

スペースとしては集中廃棄物建屋だということだったので、それを出してし

まわないと、薄い水と濃い水と混ぜるわけにはいきませんから。 

 

Ｑ：その手順に関しては説明いただいたのですが、要するに、一刻を争うとい

うのがあとどのぐらい時間の余裕があったのかということなんですが、具体

的に。 

 

Ａ：（細野補佐官）２号機の水を止めるのは一刻を争いました。一刻を争った水

を止めるためにも、集中廃棄物建屋の空きスペースを空けないと移送できな

かったですから、その意味で一刻を争うという認識は東京電力にも当然あっ

たし、保安院にもあって、我々もそれを共有していたということです。 

 

Ｑ：ですので、その一刻というのが、あと何時間とか、あと何日とか、普通、

そういう具体的な時間が出ると思うのですが、それはなかったんでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）ですから、２号機から水がもう出ていたんですね。ですから、

それは一刻も早く止めなければならなかったので、止める方法としては、当

然止水もするけれども、移送もして、できるだけ出ない状況を作るというこ

とですから、２号機の水を止めるために一刻を争ったということです。 

 

Ｑ：それは東京電力の説明と違うのですが、２号機の水を止めるのは止めると

して、それは作業として入っていたのですが、説明では、要するに、立坑か

らあふれるので移送するというのが趣旨だったと思うんです。なので、立坑

からあふれるまでに、あと何時間とか、何日とかいう具体的な時間というの

が出ていたと思うのですが、それは説明なかったんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）そういうことではないと思うんですよ。今、申し上げたように、

あふれる時間を数えてもしようがないわけで、それを止めるためには。 

 

Ｑ：ごめんなさい、あふれる時間を数えてもしようがないというのはおかしい

と思うんです。それがなければ、要するに、ほかの手だてがあるかどうかと

いう判断もできないと思うんです。それを一刻をという抽象的な言葉で 64 条
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適用で外に海洋放出というのはちょっと理解できないんです。 

 

Ａ：（保安院）なかなかかみ合わないですね、これは。 

 

○司会 

そうですね。そこのところはもう十分、補佐官なり、保安院から答えておりま

すので、多分、そこは質問されている木野さんとの見解の相違的なといいま

すか、一刻を争うということでもってやったという判断でございますので、

それ以上のことではないんだろうと思います。すみません、横から入って恐

縮でございますが。それでは、ほかの方、いかがでしょうか。 

 

○NHK 横川 

Ｑ：NHK の横川と申します。３つほど質問させてください。 初に細野さんにお

伺いしたいんですけれども、以前から、初期の頃の官邸の陣容、どういった

人々でいろんな検討が行われたかということと、あと、統合本部ができて初

期の頃の陣容について明らかにして欲しいということをお願いしていると思

うんですけれども、まだ現段階では明らかになっていないんですが、その検

討状況はどうなっているか、こういったファクトを積み重ねていくというの

は非常に重要なことだと思いますので、そこら辺をしっかりと出して欲しい

ということをお願いいたします。そこをまず教えてください。２点目が、こ

れはどなたにお伺いすればいいか分からないんで、お答えいただける方にお

願いできればと思うんですが、地元の福島から、井戸水の調査について知り

たいという声が上がっているんですけれども、今、どういった進み具合にあ

るかということを教えてください。並びに、家畜の牛の対応についての検討

状況、今、どういうふうに考えられているかということについても併せて教

えてください。 

 

Ａ：（細野補佐官）事故直後の人と統合本部の人ですね。これは一応、確認は今、

しておりまして、恐らく客観的にかなりの人に確認をしないと正確な形にな

らないと思いますので、検証作業の中で何らかの事実が確認をできないかと

思っておりまして、恐らく少し時間がかかると思います。ただ、いろんな確

認はしなければならないと思っておりますので、御趣旨はよく理解をしてお

ります。牛は、農水省で非常に精力的にやっていたというのは承知をしてい

るんですが、私も検討しているというのは知っていたんですが、詳細につい

ては承知をしておらなかったんですが、事実として申し上げますと、福島県

から計画的避難区域及び緊急時避難区域から区域外への家畜を移動、出荷し
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たいとの方針が示されたことから、国としてもこうした取組みに対し、移動

先のあっせんなど、必要な協力を行っていくということです。その際、これ

らの区域から区域外に家畜を移動させるに際して、必要となる家畜のスクリ

ーニングや除染の手続などについては、福島県に通知をしているということ

ですので、国から後押しを行っているということだと思います。 

 

Ａ：（保安院）井戸水につきましては、厚生労働省が取りまとめをされて、福島

県が実施しているものがまとまっておりますので、基本的に検出せずという

結果にほとんどのものがなっておりますけれども、膨大なデータがあります

ので、これは福島県か、厚生労働省かのホームページにあるのではないかと

思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。陣容については、全体を調べるのは相当時間がか

かるのは当然だと思うんですが、各部署のいわゆるキーパーソンとなる部分

は当然あると思うので、そういった概略だけでもできるだけ早めに分かれば

と思いますので、是非とも御検討の方、よろしくお願いします。 

 

○司会 

どうぞ。 

 

○フジテレビ 古山 

Ｑ：フジテレビの古山です。細野補佐官に１点お伺いします。先ほどの時事通

信さんへの説明でよく分からなかったので確認させていただきたいんですが、

30 年以内に震度６強以上の地震が起きる確率の今日いただいた資料は、浜岡

に停止要請をした根拠は分かるんですが、ほかの原発をなぜ止めないのかの

根拠は、結局、どこに求めるんでしょうか。つまり、発生確率に根拠を求め

るんであれば、福島が 0.6～0.8 だったということを考えると、今回の被災地

の周辺はともかくとして、九州などにも 2.何％というところがある。これを

どう考えるのかということになります。それと、西山さんのお答えの中で、

冷却の 後の手段として高台にポンプ車や予備の発電機を置いているという

ことで一定担保されているという御説明だったんですが、もしそこにほかを

止めなくてよいという根拠を求めるんであれば、浜岡は 後の手段の整備が

まだ完全にはなされていないという判断で浜岡に停止要請をされたのか、そ

の点、細野補佐官、お願いします。 

 

Ａ：（細野補佐官）何度も同じ答えになって申し訳ないんですけれども、やはり



34 
 

リスクをどう見るかという、 終的には政治判断が働いたと考えます。私も

浜岡原発に行ってまいりましたけれども、東京電力の福島第一原子力発電所

と同じような時期の、同じような構図の発電所ですから、そこで例えば、同

じような事故が起こったときに本当に対応できるのかということについて、

確信を持てなかったということについては紛れのない事実ですので、それを

私は総理に伝えまして、もちろん、私だけの判断ではなくて、海江田大臣と

いうことになるわけですが、海江田大臣の判断を総理としてお認めになった

ということだと思います。 

 

Ｑ：発生確率に根拠を求めるんではなくて、実際に現地を御覧になって、その

状況から判断されたということでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）発生確率は極めて重要な、そして恐らく 大の要素であった

と思います。それに加えて、現地を見た経験なり、実際の体験というものを

もう 1つの判断材料にしたんだろうと思います。 

 

○司会 

ほかにいかがでしょうか。 

 

○朝日新聞 小宮山 

Ｑ：朝日新聞の小宮山と申します。東電の松本さんにまず伺いたいんですが、

シルトフェンス内にたまっている水の循環浄化システムを５月中に作るとい

うことだったんですが、今、具体的にどういう検討状況になっているのかと

いう点を教えてください。それから、安全委員会に伺いたいんですが、意思

決定に関して、SPEEDI の情報を公開する、しないということに関して、国民

に不安を与えるという理由で公開しないという判断があったということが５

月２日の会見で発表されました。実際どの方がそういう判断をされたのかと

いうことを調べてくださいとお願いしていたので、もう１週間以上たってい

るので、恐らく分かっているかと思いますので、教えてください。 

 

Ａ：（東電）まず、シルトフェンスの内側の水の浄化でございますけれども、現

在、設計を進めている段階でございまして、まだ具体的なところまでは行っ

ておりません。まだ概念設計という段階でございます。ポンプで水を吸い上

げまして、ゼオライトという物質を、いわゆる吸着塔といいますか、プール

のようなものの中に沈めておいて、そこの水を循環させるというところでご

ざいます。現在、２号機の、今回問題になりましたところから少し離れて、
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１号機のわきのところに設置スペースを作って、そこに吸着装置を置こうと

いうことで、今、場所の選定ですとか、設備の設計を進めている段階でござ

います。 

 

Ｑ：処理能力など、あるいは完成は具体的には５月ということでしたけれども、

５月のいついつというようなことまでは決まっていないですか。 

 

Ａ：（東電）まだそこの段階には至っておりません。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会ですけれども、中で調べました結果、当時は出す、出

さないについて、内部で明確な意思決定というものは特段行われていない状

況でありました。 

 

Ｑ：明確な意思決定がなされていないというのは、先日伺った話とずれている

ように感じるんですが、その点、いかがでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）だから、出す、出さないについて、はっきりと意思決定していな

いということです。 

 

Ｑ：では、どなたが国民の不安をかきたてることを恐れたんでしょう。 

 

Ａ：（原安委）それは、その解析結果を見た人は共通にそういうことは思ったけ

れども、組織としてどうするかということについては特段議論がなかったと

いうことです。 

 

Ｑ：特段議論がなかったのであれば、その責任者は誰もいないということです

か。 

 

Ａ：（原安委）特段議論がなかったということです。 

 

Ｑ：いや、責任者はいないんですかと伺っています。 

 

Ａ：（原安委）議論がなかったので、責任者が誰かというのは申し上げづらいと

思います。 
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Ｑ：細野さんに伺いたいんですが、今のお話を聞いてどういうふうに思われま

したでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）SPEEDI に関しては、どこの省庁がどういった形で管理をし、

どういうふうに公表していくのかということも含めて、やはりガバナンスが

効いていなかった面があると思いますね。ですから、多分、加藤さんも答え

ようがないというのが正直なところではないかと思うんですが、その在り方

そのものも含めて、相当厳しい検証が必要だと思います。率直に、そこは。 

 

Ｑ：以前伺った話ですと、国民がパニックになることを恐れて発表しないとい

う判断があったと、そういうような形で報告が細野さんのところにあったと

いうふうに伺ったんですが、今、伺った話と大分ずれているように思えるん

ですけれども、これはどういうことなんでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）事の事情は割とシンプルでして、発表した前の日の夜、持っ

て来られたわけですね。持って来られて、何でこれを出していなかったんだ

と聞いたら、国民が混乱するのを避けたかったんではないかという趣旨の話

をおっしゃったので、私にはその材料しかないので、それを申し上げたんで

す。 

 

Ｑ：それは推測だったわけですか。恐れたのではないかという推測であって、

事情を知っている方がパニックを恐れて発表しなかったというふうに断言し

たわけではなかったということでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）そうするともう言葉の綾になってしまうんですけれども、要

するに、全体として、個人個人が判断された面があったのかもしれないけれ

ども、正確なデータではないので、正確なデータでないものを出すと混乱さ

せるんではないかという暗黙の了解みたいなものがあって、そうなったんで

はないかというふうに私は推察しています。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○ダウジョーンズ 大辺 

Ｑ：ダウジョーンズ、大辺です。まず、１つ目の質問は松本さんなんですが、

初に映像を見せていただいて、プールの中にコンクリートやら鉄骨やら、
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いろんなものが落っこっていて、改めて損害の凄まじさにちょっと驚いたん

ですが、３号機の爆発について、あれは水素爆発ではなくて、もっとすごい

爆発だったとか、そういう意見もあったりするんですけれども、これは基本

的に水素爆発であったということでよろしいんでしょうか。それが１つ目で

す。それから、２つ目は、細野補佐官が東電の資産のことで、売れるものか

ら売るということなんですけれども、東電が尾瀬の国立公園の土地を４割ぐ

らい所有しているという話もあるんですが、そういった土地も売却の対象に

なるんでしょうか。それから、３点目は、この会見の範囲外かもしれないん

ですけれども、東電の主な保有資産を開示していただくことは可能なんでし

ょうか。以上です。 

 

Ａ：（東電）まず、３号機の今回の爆発の原因でございますけれども、現時点で

は、３号機に関しましては、水素爆発の線が濃厚ではないかと見ています。

炉心損傷が実際に発生していることと、１号機でも同様の事態が見られたこ

とから、同じようなケースではないかと考えています。少し分からなくなっ

ているのが４号機でございまして、４号機に関しましては、原子炉停止中の

こともございますので、爆発の原因については、今、考察を進めているとい

う状況でございます。 

 

Ａ：（細野補佐官）尾瀬の国立公園の話は、心配されている方は確かに私のとこ

ろにも言ってこられていまして、それは優先順位として、そこを守るという

ことは大事なことですので、売却できるかどうかも含めて、様々な要因を考

慮した上で慎重な判断が必要だろうと思います。主な資産の公開ですが、財

務諸表上出ているものももちろんあるんだと思うんですが、実際に国民の皆

さんに納得をしていただくためには、どういう形がいいのかというのは、す

みません、今の時点で私、明確には申し上げられませんけれども、こういっ

た資産は積極的に売却していこうというような、公開に基づいた判断が必要

な部分もあると思います。ですから、そういった在り方も含めてこれから東

京電力と政府の間で何らかの検討が行われることになるんではないかと思い

ます。 

 

○司会 

ほかにいかがでしょうか。 

 

○テレビ朝日 岡田 

Ｑ：テレビ朝日の岡田と申します。今日、清水社長から政府に支援を求める枠
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組みを作るような要請があったと思いますが、政府として、そのことに対し

て、改めてどのようなお考えなのかということが１点。もう 1 点が、それに

併せて、８人分の役員報酬返上など、新たな追加のリストラ案を出したと思

いますが、率直に、細野さんはそれで十分だとお考えになっているか、その

２点、細野さんにお願いします。 

 

Ａ：（細野補佐官）要請は私も一緒に聞かせていただきましたので、それに対し

て何らかの政府としての見解を出す必要があるだろうとは思います。それも

できるだけ時間を置かずにというプロセスが入るんだろうと思います。もう 1

つのリストラの中身なんですが、役員の報酬というのは、１つ、象徴的なの

で、そこが出てきたことは前進と言えば前進だと思います。ただ、これから

やらなければならないことは、事態に対応しなければなりませんので、しっ

かりと福島第一原子力発電所で働いている人たちをバックアップして、そこ

に力を注ぐということをやっていただかなければならないし、並行して、当

然、賠償の原資を出さなければならない。そして電力の安定供給をしてもら

わなければならないという、数えたたけでも主に３つの大きな課題があるわ

けです。ですから、それがしっかりなされるかどうかというのは、リストラ

とも相まって、非常に難しい、大事な問題だと思いますので、軽々に役員の

報酬が返上されたことをもって、それでいいのではないかというところまで

は私は言うことはできないと思います。 

 

Ｑ：強いて挙げるとするなら、どういったことを求めるかとか、東電のリスト

ラ策に対して、何かお考えはありますか。 

 

Ａ：（細野補佐官）ちょっと考えてみます。今、様々な議論をしているところな

ので、私もその議論に入っているんですけれども、個別にその議論の中身と

か、私の考えていることを今、申し上げるのは、タイミング的にも微妙なも

のですから、そこは御理解いただきたいと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

後ろの方。 

 

○しんぶん赤旗 池田 

Ｑ：しんぶん赤旗の池田と申します。３号機の使用済燃料プール水の分析結果
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について３点ほどお聞きしたいと思います。まず、今日の分析結果の公表で、

２号機並みの濃度を持つ水が入っていることが分かったということですけれ

ども、この汚染水の総量、もちろん、プールの中に瓦れきが多量に入ってい

るということですので、正確な数字は把握できないんではないかと思うんで

すけれども、ざっとした数字でも結構ですので、体積を教えてください。２

点目が、プールに水を現段階でも注入されていると思うんですが、満水状態

に注入したものがあふれているのかどうか。あふれているなら、どういった

状態でそれを扱っているのかということをお聞きしたい。３点目が、２号機

の使用済燃料プール水については、先月、分析結果が出ていますけれども、

なぜ３号機は２ヶ月近くもたって分析結果が出てきたのか。３号機はなぜこ

んなにも遅れたのか。技術的にはそれほど難しいものではないと思うんです

けれども、今の時期に分析公表になった理由を教えてください。 

 

Ａ：（東電）まず、３号機の使用済燃料プールの容積でございますけれども、瓦

れき等がございますけれども、容積としては 1,425 ㎥でございます。サイズ

を申し上げますと、東西方向に 12.2ｍ、南北方向に 9.9ｍ、高さで申し上げ

ますと 11.8ｍでございます。あふれているかという御質問でございますが、

こちらに関しましては、蒸発した部分を補うという形でコンクリートポンプ

車でこれまで注水をしておりましたので、あふれるということではないと思

っております。現時点では、燃料プール冷却浄化系から水を入れられるよう

になっておりますので、そちらの方から、いわゆるスキマサージタンクまで

水が張れるところまで水を注入しているという段階でございます。それから、

次の御質問でございますけれども、２号機に関しましては、元々使用済燃料

プールの冷却浄化系から水が入れられたということがございましたので、そ

ちらの方からサンプリングが可能になったということで、４月の中旬にサン

プリングしたということでございます。３号機に関しましては、コンクリー

トポンプ車のアームの先にこういったサンプリング装置を設置する関係がご

ざいましたので、結果的に５月８日にサンプリングという時期になったとい

うことで、時期的に何か問題があったということではございません。すみま

せん、２番目の御質問はどういった御質問だったでしょうか。 

 

Ｑ：あふれたものがあるのかないのかということです。 

 

Ａ：（東電）あふれたものにつきましては、今のところ、蒸発しているものを補

っているという状況でございます。 
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Ｑ：３点目なんですけれども、４号機も同じようにアームの先に取り付けてサ

ンプリングされたと思うんですけれども、それが可能になったにもかかわら

ず、半月ほど３号機が遅くなった理由はあるんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）４号機につきましては、元々使用済燃料プールの状況を早く知りた

いということがございまして、いわゆるコンクリートポンプ車のところに改

造を施しまして作ったものでございます。３号機に関しましては、当初用意

していたコンクリートポンプ車につきましては、現在、１号機に移動中でご

ざいまして、１号機の放水用に今、準備をしている段階でございます。した

がいまして、３号機で今回、コンクリートポンプ車は、別のコンクリートポ

ンプ車をサンプリング用に改造したというものでございます。 

 

○司会 

後ろの方。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ 日隅です。高濃度の汚染水が漏れたことについて、健康に対する評価

はどのようなものなんですかということを質問したんですけれども、評価中

ですということでした。低濃度の汚染水を積極的に、意識的に流出した件に

ついては、成人が近くの魚や海藻を毎日食べても年間 0.6mSv であるという発

表をされたんですけれども、高濃度の汚染水として漏れたものについての評

価は未だに発表がなくて、これについては、シルトフェンスなどによって一

定程度食い止められているからという説明があったんですけれども、ただ、

そういう防護装置が備えられるまでの間について、少なくとも漏れていたわ

けですから、その辺りについての 低限の評価はできると思うんですけれど

も、この辺はまだなんでしょうか。これは東電に聞くんですかね。 

 

Ａ：（東電）こちらにつきましては、現在、評価を取りまとめ中でございまして、

保安院から５月２日までに出すようにという御指示がございましたけれども、

少し結果の取りまとめに時間を要しておりますので、延期のお願いをさせて

いただいたところでございます。そちらにつきまして、今、評価を行ってい

る段階でございます。 

 

Ｑ：いつ頃出るんですか。 

 

Ａ：（東電）５月 16 日だったと思います。 
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○司会 

それでは、ほかの方、いかがでしょうか。今、手を挙げておられる方で 後に

させていただければと思います。よろしいでしょうか。前の４人の方、後ろの

お２人ですか。順番にマイクを回しますので、よろしくお願いします。 

 

○毎日新聞 河内 

Ｑ：毎日新聞の河内と言います。西山審議官にお尋ねしたいんですけれども、

先ほどの地震発生確率の関係なんですけれども、まず、東電の福島第一原発、

第二原発のデータが出ていないというのはどういう理由なのか、先ほどよく

分からなかったんですけれども、やはりほかとの比較をされたくなかったん

ではないかと思われるんですが、その辺の理由について、きちっと説明して

いただけないかという点が１点。あと、0.6～0.8 というデータがあるんです

けれども、例えば、九州電力の川内原発とか、日本原電の東海第二原発など

に比べると、大体３倍から４倍ぐらい、こっちの方が高い値になっているん

ですけれども、こちらのリスクは全然大丈夫、問題ないと御判断できるもの

なのか。つまり、福島では実際に被災しているわけで、それよりも３倍から

４倍高い発生確率があるのに、そっちの方はなぜ安全と言い切れるのか、そ

の辺の理由について、きちっと説明していただけないでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）まず、東京電力の福島関係のデータが載っていない理由は、既に

大規模な地震が起こってしまっていて、今から 0.幾つかという数字を載せて

もほとんど意味をなさないし、載せるとしても、今回の地震も含めた形で載

せないとほとんど意味がないと考えたからということであります。それから、

ほかの地震の確率については、確かに今年の１月１日の時点での福島の確率

に比べて高いところもありますけれども、まずは今回の緊急安全対策を各発

電所で取っていただいていることによって、 後の安全性は確保されている

わけです。それは基本的に浜岡についても同様でありますけれども、その中

で突出して確率が高いところを重要な理由として、先ほど細野補佐官が言わ

れたように、政府としての決定があったということであります。ですから、

ほかのところについては、緊急の安全対策がしっかり取られているというこ

とで、若干の確率の違いはありますけれども、安全とみなして差し支えない

と考えております。 

 

Ｑ：今の話だと、浜岡の値が突出して大きいというのは、それはそれで理解で

きるんですけれども、そうではなくて、地震で被災した福島第一原発と第二
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原発の値よりも、川内とか東海第二の方が実際のところ高いわけですよね。

それを無視できる理由にはならないと思うんですけれども、そこのところの

説明がよく分からないんです。 

 

Ａ：（保安院）浜岡も含めて、 後の安全のライン、大きな津波が来て電源も冷

却機能も全部失われてしまったとしても冷却できるように、消防ポンプであ

るとか、非常用の電源、あるいは電源車といったものを用意するということ

はしていただいているわけで、そういう意味で、どこの発電所についても、

その安全性は確保されているわけです。ですから、安全ということで考えて、

多少確率があったとしても、その地震が仮に来たとしても、 後の安全性は

守られるわけですから、確率の多少の高さは、この安全の判断において差し

支えないものと思っております。 

 

○司会 

よろしいでしょうか。 

 

Ｑ：追加で教えて欲しいんですけれども、今回のリスクというのは、地震に対

するリスクであって、津波に対するリスクを端的にあらわしているとは限ら

ないと思うんですけれども、これについてはどう考えますでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）そういう意味では、確かにここにあるのは震度６強以上の地震と

いうことで、津波を基準にしたものではありませんから、低い震度でもって

大きな津波が起こるというケースもなくはないと思います。ただ、現在入手

可能なデータの中で判断しても、今回、浜岡の高さは群を抜いているわけで

すし、浜岡については、その地震が起これば大きな津波が来るだろうという

ことは予想されますので、そういう意味で、津波自身のデータではありませ

んけれども、この地震のデータは、それに相当程度関連をしていると考えて

います。 

 

○司会 

よろしいでしょうか。 

 

Ｑ：そもそも地震によって損傷も明らかになっていないと思うんですけれども、

その点についてはどうお考えになりますか。 

 

Ａ：（保安院）何が明らかでない。 
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Ｑ：地震の損傷も明らかになっていないと思うんですが。今回の福島第一につ

いてなんですけれども。 

 

Ａ：（保安院）今回の地震の損傷は確かに明らかになっておりませんですね。で

すから、そこは、これから先の分析を待たなければいけませんけれども、地

震のことについて言えば、各地で、今回の福島での地震のデータはまだ盛り

込んでおりませんけれども、これまでの知見でもって相当程度の強い揺れを

各地とも想定して、それを基に、揺れの方についてはバックチェックを、基

本的なところは終えているわけです。まだこれから全体を整えるといいます

か、細かいところまでは少し時間がかかりますけれども、基本的な強さは、

地震に対する抵抗力は、各発電所とも確認しておりますので、そういう意味

で、地震について、津波と同じような大きな心配は必要ないと思っておりま

す。 

 

○司会 

それでは、次の方、お願いします。 

 

○日本経済新聞 川合 

Ｑ：日経新聞の川合と申します。先ほどに関連してなんですけれども、30 年以

内に震度６強の地震が起きる確率のところで、こういう地震の発生確率を基

に原発を止めるというのは今回が初めての判断ということでよろしいのかと

いうことと、あと、今後もこういう発生確率を基に、運転中の原発であると

か、あるいは、今、止まっている原発の運転再開をするかしないかを判断す

ることがあり得るのかどうかを教えていただきたいんです。 

 

Ａ：（保安院）まず、今回初めてだと思います。それから、今後については、今、

何も方針は示されていないと思います。基本的には、従来の方針で、従来と

いうのは、新しい知見も盛り込んだ形での基準によって安全が判断されれば、

地元の御理解をいただけるかどうかということは別途考えるとして、国の法

律上の安全性という意味では満たされるということになると思います。 

 

Ｑ：それで言うと、今回、算定基準日が１月１日になっていますけれども、現

時点で考えると、余震の震源にかかる原発は幾つかあると思うんです。特に

東日本の太平洋側の原発ですね。そこが今、ほとんど地震で停止していると

思うんですけれども、これを運転再開するに当たって、余震の発生確率とい
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うのは考慮の基準に入るとお考えでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）それは、基本的には入るということだと思います。それは確率と

いうこともそうですけれども、その余震に要するに耐えてもらわなければい

けないわけですから、そういう意味で、確率ということになるのか、私も全

部整理できていませんけれども、むしろ起こり得る余震の強さに耐える原発

でないと安全と言えないということだと思います。 

 

Ｑ：揺れでなくて、津波に関してもそうだということなんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）そうだと思います。 

 

Ｑ：それで言うと、政府の地震本部の方では、期間は分かりませんけれども、

多くの研究者が１年以内ぐらいに震度８クラスの余震、あるいはその周辺で

誘発された地震が起きる可能性があると言っていると思うんですけれども、

例えば、ここで言うと、女川、東通、東海第二といった原発は、１年前後は

運転を再開できないと考えていいんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）それは必ずしもそうなるとは限りませんで、例えば、アウターラ

イズ地震とか、そういうのが今、言われていますけれども、それはそれで評

価した上で、そういうものに耐えるかどうかはちゃんと考えればいいのであ

って、それによる地震の揺れ、それから、津波の大きさ、それをしっかり評

価した上で、現在の発電所がそれに耐えるかどうか、そこをしっかり吟味し

た上で安全性を決めていくということだと思います。 

 

Ｑ：浜岡との差がよく分からないんですけれども、浜岡では今すぐ止めなけれ

ばいけなくて、そのほかの東日本、太平洋沿いの原発は運転再開は必ずしも

そうではないというのは、そこの差がよく分からないんですが。 

 

Ａ：（保安院）浜岡のケースを除いては、法律上、予想される地震とか津波に基

づいて、その基準を満たすかどうかという判断であります。浜岡の場合は、

その基準は満たしているんだけれども、特別な確率の高さ、それから、今回、

福島で起こった事態などを踏まえて国民の感情とか、そういうものを、これ

は私はよく分かりませんけれども、恐らくはそういうものを踏まえた、法律

を超えた判断として、浜岡についての決定があったということであります。 
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Ｑ：浜岡が 30 年以内に 84％ということは、仮に１年に直すと、どういうような

平均を取るかによりますけれども、多分、数％程度の確率だと思うんですけ

れども、１年後に余震が起きる確率があるということは、これも恐らく数％、

あるいはそれ以上の確率であるということだと思うんです。そうすると、ほ

かの原発でも危険は浜岡と変わりないんではないでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）今、申し上げたように、基本的には起こり得る地震に耐えるかど

うかで判断するということですね。地震にしても、津波にしても。浜岡につ

いてだけは、それにプラスアルファで、法律を超えたところで、確率と、日

本の指導者としての判断があったということです。 

 

Ｑ：確認ですが、浜岡はそういった政治判断で、その他の女川ですとか、福島

第二ですとか、東海第二といった原発については通常の法律の判断で行われ

るということでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）私は、今までの総理の御発言とかを見る限り、そういうことでは

ないかと思っております。もちろん、これは地元の御判断というのは別途あ

ると考えてですね。 

 

Ｑ：あと、地震発生確率については、福島第一、第二の数字というのはまだ分

からないでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）今、同じ表の、地震調査研究推進本部の地震調査委員会というと

ころが公表している数字だと、福島の発電所の炉心の部分で 0.0％、取水口の

ところで 0.8％ということで、0.0～0.8％ということです。 

 

Ｑ：福島第一の炉心で 0.0 で、取水口で 0.8％。 

 

Ａ：（保安院）そういうことであります。 

 

Ｑ：ほかの原発は炉心の数字なんですか。 

 

Ａ：（保安院）それは分かりません。 

 

Ｑ：第二の数字は分かりますか。 
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Ａ：（保安院）分かりません。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

次の方、どうぞ。 

 

○中日新聞 谷 

Ｑ：中日新聞の谷と言います。東電の松本さんにプラントの状況で幾つかお願

いします。３号機のプールの件なんですけれども、２号機の状況とよく似て

いるということで、数字の紹介をいただきましたが、これを拝見していると、

４月 16 日に２号機はデータを採取していて、数字が今、３号機と近いという

ことで、単半減期のヨウ素などは現在の３号機の方が上回っている状況かと

思うんですが、これは、つまり２号機よりも３号機の方が放射性物質の濃度

が高くて、損傷した炉心の燃料の、つまり損傷の度合いも高かったという理

解でよろしいのかということと、それはつまり何を意味しているかというの

が、３号機の、例えば、爆発のメカニズムなどと併せて、ある程度推測でき

るのかということを教えてください。あと、原子炉の注水状況の話なんです

が、今日、２号機は 6.9 ということで、７を予定していたのから若干減って

いるかと思うんですが、以前あった、３号機の方で少し減っていたというよ

うな、同じ理屈でバランスが少し崩れてという話なのかという確認と。あと、

１号機に関してなんですが、建屋内の空間線量が非常に高い状況が続いてい

るという話で、当初、１mSv に下がるんではないかと予想していたのが、これ

ほど高いままでとどまっていることの理由について、以前からお話しになっ

ているかと思うんですが、もう少し詳しく、瓦れきが高いのがあるからとか、

そういったものを抜きにしても、どんなことが考えられるのか。これもつま

り、１号機の爆発のときのメカニズムと併せて何か関連づけられて推測はで

きないのかということを教えてください。お願いします。 

 

Ａ：（東電）まず、３号機の使用済燃料プールの核種の分析の結果でございます

が、御指摘のとおり、２号機とよく似ています。ただ、分析したのが５月８

日の時点でございますので、半減期を遡ってみれば、当時、爆発したときに

混入したんだとしたらば、ヨウ素の濃度は半減期に従ってもっと高かったろ

うと判断しています。したがいまして、そういった状況ではありますけれど

も、これをもって爆発の規模、あるいは炉心損傷の規模が２号機と３号機で

どれぐらい違うのかというところは一概に言えないんではないかと思ってい
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ます。炉心損傷につきましては、ＣＡＭＳのデータで一応、３割程度と見込

んでおりますけれども、そこから原子炉圧力容器、格納容器を通じて建屋に

抜けていくルートは、それぞれ２号機、３号機、多分、違うと思いますので、

そういった面もあろうかと思います。また、２号機そのものは原子炉建屋は

まだブローアウトパネルだけが開いた状態でございますし、３号機は建屋の

屋上の部分が開いた状態で壊滅しておりますので、そういったことを踏まえ

ますと、これをもって炉心損傷の程度の度合いを判断するというのは難しい

と思っています。それから、２号機の注水の状況でございますけれども、確

かに 0.1 ㎥／ｈ、減少しておりますが、これは何か特段の操作をしたという

よりも、通常の変動の範囲内ではないかと思っています。現実、２号機の炉

心といいますか、圧力容器の温度の状況につきましては、順調に安定して下

がっておりますので、この程度の変動で何か悪影響になったという状況には

なっていないと思っています。それから、１号機の建屋の線量の高い理由で

ございますけれども、ダストの起因ではなかったということは、今回入りま

して判明したところでございます。１つは、爆発に伴います瓦れきが相当量

落ちておりますので、それに付着した放射性物質から線量としてあるんでは

ないかと考えられるのが１点。もう 1 点は、やはり炉心損傷が起こっており

ますので、そういった高濃度の放射性物質を含む水が配管の中に一部入って

きていて、それが高線量の原因になっているという可能性はあろうかと思い

ます。先日申し上げたＳＨＣポンプ室の入口ですとか、今回、２階のコアス

プレイ系のところの配管が、ＳＨＣは 1,200mSv／ｈ、コアスプレイのところ

は 100mSv／ｈ程度ございますので、そういった高濃度の水が配管の中に一部

流入してきて線量が高いのではないかということは推定しております。 

 

Ｑ：関連しまして、１号機の件で、当初の１mSv に下がるんではないかという予

測は、ダストに主に放射性物質が起因するという考えに立っていたからとい

うことなんですか。 

 

Ａ：（東電）１mSv というのは、元々１mSv／ｈ程度であれば作業環境としては、

いわゆる建屋の中ではそれほど支障なく作業ができるレベルではないかとい

うことで、目標として置いていた線量でございます。 

 

Ｑ：ということは、つまり、そこに下がるという見立ての数字とは違うという

理解ですか。 

 

Ａ：（東電）そうですね。今後、１mSv／ｈ程度の雰囲気線量であれば、さほど
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作業に対して支障になる線量ではないとは考えています。 

 

Ｑ：分かりました。あと、数値が高いところが配管の周りに集中しているとい

う理解で、つまり、配管からにじみ出た高濃度の水に関係するんではないか

という見立てということですか。 

 

Ａ：（東電）そうですね。原子炉と直接つながっているような配管であれば、原

子炉の損傷の影響を受けた高濃度の放射性物質を含む水が、つながっている

配管から少し回り込んでいるということは考えられると思っています。 

 

Ｑ： 後にもう 1点。空間線量が１階で言うと 10～70 ぐらいの間であると。こ

のこと自体は当初の想定に比べて高い、低いというのはあるんですかね。 

 

Ａ：（東電）当初想定していたということよりも、今回は現実問題として測った

とき、ロボットからまず測り始めましたけれども、 初にロボットで測った

ときも 10～40mSv／ｈ程度でございましたので、改めて測ったときに 10～70

であったということを踏まえても、測定としては妥当だったんではないかと

は考えています。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

それでは、前の４人目の方。 

 

○世界日報社 山本 

Ｑ：世界日報社の山本と申します。繰り返しになって恐縮なんですが、浜岡原

発停止について、５月６日の「緊急安全対策実施状況の確認結果について」

という文書を、昨日の質問の後、西山審議官から提示していただいたんです

が、その表現を見ますと、先ほどからずっとおっしゃっていますけれども、

電源車、ポンプ車等の資材の配備状況等々で万全だとおっしゃっているわけ

ですが、万全ということは本当にあるのかどうかということが１つと、あと、

その表現なんですけれども、「その結果、各電気事業者等から報告のあった緊

急安全対策は適切に実施されているものと判断します。」と、こういう表現な

ので、言ってみれば、判断しますということで、判断はいろいろありだとは

思うんですね。そういうような表現で果たして 100％確保できるのかと言って

いいのかということをまずお聞きできればと思います。 
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○司会 

質問がございましたら、全部まとめて言っていただければと思います。 

 

Ｑ：それとの関係なんですけれども、昨日もちょっと質問させていただいたん

ですが、浜岡を停止する場合に、地震によって自動停止が起きる。今回もそ

うだったんですが、自動停止した後の電源確保が万全であれば、それについ

ての対応はできるわけですし、もちろん、停止していても、電源確保さえで

きていれば、対応は、冷却水の問題もきちっとできるということで、大差は

ないのではないかと感じられるんですが、その場合、自動停止後の状態に対

する、電源確保としての対策等、事前停止状態のものに対しての、地震後、

起きたときの、冷却水を万全にしたときの対応と、どれくらいリスクが違う

のかということ。あと、もう 1 つ、昨日、浜岡の場合は恐らく使用済燃料プ

ールに燃料棒を移送するというような表現で、より安全だという言い方をさ

れたんですが、その後、新聞インタビューなどでも浜岡の社長がお答えにな

っているものを読みますと、まだどちらにするかということは決めていらっ

しゃらないという表現だったんですね。あと、今日の３号機のプールの状態

を見ますと、瓦れきなどが落ち込んだりしていて、移送するとかえって危険

な状態にもなるんではないかというイメージを受けたんですけれども、その

辺についてどうお考えになるか、３点お聞きできればと思います。 

 

Ａ：（保安院）まず、 初の緊急安全対策の実施状況の確認というのは、原子力

安全・保安院がこの種のことを確認するときには、いつもこういうふうな言

い方をするものでして、私どもとして、しっかり見て、内容的にも、それか

ら、現場で見ても、大丈夫だというふうに我々として判断したものについて

は、こういうふうに「判断する。」と申し上げて、それが我々の判断だという

ことを示すわけです。それが国としての判断になるわけですので、そういう

意味で、これで大丈夫だということを申し上げているわけです。それから、

ほかの発電所とのリスクの関係ですけれども、私の整理は、浜岡にしても、

ほかの発電所にしても、緊急安全対策をやっていただいているわけですから、

悪の場合でも 後の冷却機能を確保できるということにおいて、同じだと

思います。ですけれども、それは 後の砦であって、元々予定していた電源

もなくなり、冷却機能もなくなった上でも大丈夫だというところを確保して

あることに過ぎませんので、本来は原子力発電所というのは、津波が来よう

が、地震が来ようが、一時的に止まるにしても、またすぐ運転できるような

もので、健全性を保つものであるべきだと思うんですね。そういう意味では、
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各発電所が予定している中長期対策まで含めてしっかりやって、それで 100％

というか、健全な形で地震や津波にも耐えられるということになるんだろう

と思います。翻って、そのときに浜岡を考えてみると、87％の確率で 30 年以

内に来るということで、ほかよりも圧倒的に高いわけですから、 後の手段

に頼ることになる確率がほかより相当程度高いということもあって、そうい

うことであれば、今、福島のこともあって心配している方も多い中で、さっ

きも申し上げましたけれども、国の指導者としては、これは中長期の対策が

できるまで止めておいていただきたいというふうに、総理、あるいは海江田

大臣が言われたということだと思います。それから、使用済燃料プールに燃

料を移すかどうかは、私は中部電力に確認したわけではありませんで、勝手

に自分が思っただけなので、そうではないかもしれません。そのときには確

かにおっしゃるように、どちらが安全かということを評価した上で、あるい

は２年後ですか、中長期対策をやった上で稼働することも念頭に置いて、ど

ういうやり方がいいのかということをお考えになるかもしれないし、そこは

私が勝手に申し上げただけですので、そういう前提で聞いていただきたいと

思います。そこは安全性、そのほかのこともいろいろ考えた上で決定される

ことと思います。 

 

Ｑ：中長期対策についてなんですけれども、今回の津波についてはまだ分析中

で、浜岡における中長期対策に生かすかどうかは必ずしも定かではないとい

う説明があったと思うんですが、震度６強ということですと、何ｍぐらいの

防潮堤と、そういう尺度で中長期的な安全対策を進めていかれるということ

でいいわけですか。 

 

Ａ：（保安院）それはそういうことで、昨日の御質問でお答えしましたけれども、

今、緊急安全対策をやるときには、今回の福島での経験を基に、各地点の元々

予定している津波の高さ、これは土木学会の知見によるものですけれども、

それに 9.5ｍを加えて、各発電所とも準備をしてもらいたいということで申し

上げてあるわけです。 

 

Ｑ：例えば、今回のように 15ｍということが全くないわけではないと思うんで

すが、そうしたリスクを考えると、必ずしも中長期的対策を講じたからとい

って万全となるというのも納得しがたい感じがするんですけれども、どうな

んでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）今、申し上げたのは、15ｍの津波にも耐えるようにしてくれと言



51 
 

っているという意味です。東京電力の場合には、5.5ｍを予定していて 15ｍの

津波が来たということなので、単純に 15 から 5.5 を引いて 9.5ｍの差があっ

たですねと。本当はもっと分析して、各地域ごとにちゃんと数字を決めなけ

ればいけませんけれども、今、時間がないので、9.5ｍと、単純に引き算した、

各発電所にとっては非常に大きな数字ですけれども、これを想定してやって

くださいと申し上げているので、安全サイドに見ていると思います。 

 

Ｑ：ただ、実際に 15ｍのものが来た場合は対応できないと考えざるを得ないと

思うんですけれども。 

 

Ａ：（保安院）それ以上は見解の相違なので、私は余り申しません。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

 

○司会 

それでは、後ろの方、２名手を挙げておられたと思いますが。 

 

○日刊工業新聞社 大橋 

Ｑ：日刊工業新聞社の大橋と申します。今も質問ありました津波の件で、昨日

もちょっと質問したんですけれども、改めて、今、言った、プラス 9.5 と 15

ｍの指示については、各電力会社は、保安院からの指示はいただいていない

と。少なくとも文書としてはいただいていないと。この数字については、む

しろ電力会社の判断で決めたものであると。それを保安院が取りまとめて、

その結果を了としたということをおっしゃっております。ということで、こ

れ以上電力会社にその辺の真偽を聞いてもらちが明かないので、保安院とし

て、どのようにこの指示をしたのか、何月何日に、文書が残っていないとい

うことですから、例えば、口頭で伝えたのか、ＦＡＸしたのか、メールした

のか、それをどのレベルの電力会社の方にされたのか。全部の電力会社は必

要ないので、一部で結構なんで、それを教えていただきたい。それが分かれ

ば、電力会社も、ああ、あそこで保安院に言ってもらった話かというのが分

かると思いますので、その辺を、もし分かれば教えてください。それと、も

う 1 点、同じテーマなんですけれども、昨日の中部電力の社長の会見で、防

潮堤を何ｍにするかという話において、水野社長が、保安院から 15ｍ以上に

しろという指示を受けたと明言しておられました。おとといの会見で私、同

じ質問をして、そのときは西山さんから、12ｍ以上、15ｍ目安という中部電
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力の中長期安全対策に伴う高さで了承しているというお話をされていたので、

一昨日の夜とか、昨日の午前中とか、お昼ぐらいに通告したというんだった

ら時系列は合うんですけれども、もしそうでなければ、保安院の指示と電力

会社の言っていることに齟齬が生じている。 初の質問もそうなんですけれ

ども、安全対策、非常に重要だと言っておきながら、津波の想定をどうする

かというところで両者にこういう齟齬が外から見ていて出てきてしまってい

るというのは、一般素人、我々からすると、不安をどうしても持ってしまう

ので、その辺り、指揮命令系統はどのようになっているのかを御説明いただ

きたいです。３点目ですけれども、これも同じテーマなんですが、これは安

全委員会の方に伺いたいんですが、昨日の安全委員会で班目会長が、15ｍ以

上の津波もこれから想定しなければいけないねという御発言をされたという

一部報道を見ました。私、委員会の中身を見ていないので真偽は分からない

んですが、もしそうであるとすれば、この知見がいつ頃保安院の諮問に対し

て助言として行われることになるのか、時期的なめどがもし分かれば教えて

ください。これが浜岡の防潮堤の高さにも反映される可能性があるのか、再

稼働の条件の１つにもなると思うんですが、例えば、安全委員会で御前崎は

20ｍぐらい来るかもしれないんで、20ｍ以上にしろという話を、15ｍの堤防

を作ろうとしているときに後から言われても、後からでは建てられないなど

ということになると困るんではないかという話だと思うんで、その辺のスケ

ジュール感を教えてください。以上です。 

 

Ａ：（保安院）まず、 初の点については、私も昨日戻りまして、何回もそうい

うお話をされるものですから、同僚に確認いたしましたけれども、間違いな

く各電力会社には伝わっていると言っておりますので、これについては余り

間に立っていただくのも適切ではないと思いますから、ここでどなたかを間

に立ててやるような話でもありませんので、こちらでやり方を考えてみたい

と思います。 

 

Ｑ：全部でなくていいんで、例えば、関西電力には何月何日に、誰に、どうい

う形で送った、あと、中部にはどういうふうに送ったというのだけでも教え

てもらえれば、それをまた関電とか中電に私から確認しますので、それだけ

後で教えてください。 

 

Ａ：（保安院）それはちょっと考えさせてください。それから、中部電力の防潮

堤の高さにつきましては、前回のことは、私は直接何ｍかということは、は

っきりこの場では知見はありませんでしたので、今、中部電力の社長は何と
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言っているのかと、ここで確か御質問を申し上げて、それで 12ｍ以上と言っ

ていますということだったので、私が知っていることは、中部電力で用意さ

れている対策は、それはそれで納得のいくものであるという感じを保安院と

しては持っているということは知っておりましたので、そういう意味で、社

長がおっしゃっているのが防潮堤 12ｍ以上なのであれば、それを保安院とし

ては了解しているのだろうと自分で解釈して、それでいいんだと申し上げた

んです。それは確認していないからと言われれば、その批判は甘んじて受け

ますけれども、そういう意味でありまして、今、手元にある、中部電力のこ

とをやっている関係者が作っているメモを見ますと、中長期の対策として 15

ｍ程度の津波に耐えられる防潮堤を計画していることを保安院として確認し

ているとなっておりますので、現在の保安院の認識は、中部電力は 15ｍ程度

の津波に耐えられる防潮堤を計画していることを確認しているということで

す。 

 

Ｑ：それは、中部電力が 15ｍにしますというのを確認したということなのか、

それとも保安院から 15ｍ以上にしなさいと指示をして、それを中部電力が受

けて、15ｍにします、それを確認したのか、その辺はどうなんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）そこは今は分かりません。 

 

Ａ：（原安委）原子力安全委員会ですけれども、昨日の原子力安全委員会では、

保安院から「緊急安全対策の実施状況の確認結果について」という５月６日

付の文書の報告をいただいたわけであります。それの議論の中では、班目委

員長から個別に、浜岡の防潮堤を 15ｍ以上にすべきだというような発言はし

ておりません。 後に班目委員長が、その議題の締めくくりで申し上げたの

は、今回、保安院で確認していただいたというのはまず第 1 歩であると捉え

ます。まずはこれが確実に実施されるように保安院はきちっと確認してくだ

さい。それから、更なる改善策をどしどし事業者にも提案させて、一層安全

性を高める努力をさせていただきたいということは言っていますけれども、

防潮堤の個別の高さについては言っておりません。 

それから、委員会後の記者会見の中では、記者の方から、耐震バックチェッ

クはどうなるんですかという御質問がありまして、それについては、耐震バッ

クチェックは耐震バックチェックとしてやっていく必要がある、当然その作業

は続くと理解しておりますというふうに答えております。 

 

Ａ：（保安院）さっきの震度６強以上の地震が起きる確率の関係で新しく分かり
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ましたので。まず、今、お示ししてある、北海道電力 0.4 というところから

始まる、この数字は全て炉心における震度６強以上の地震が起きる確率であ

ります。それから、福島第一においては、炉心でいくと 0.0％、福島第二は

0.6％。この数字は、防災科学技術研究所の地震ハザードステーションという

ところのサイトをクリックされるとデータが出てくるようになっているそう

であります。 

 

○司会 

よろしいでしょうか。それでは、私が 後にいたしますと言ったときに手を挙

げておられた方。 

 

○フリー 津田 

Ｑ：フリーの津田と申します。保安院の西山さんと原子力安全委員会の加藤さ

んにお伺いしたいんですが、免震重要棟についてお伺いしたいんですが、免

震重要棟というのが中越地震の教訓として生まれて、震度７クラスの地震が

起きても、震災後の初動対応に問題がないように、会議室ですとか、通信設

備とか整っていて、今回、福島第一原発の現場の対策作業の拠点として重要

な役割を担っていると思うんですが、こうした免震重要棟が東京電力の福島

や柏崎刈羽にはできているんですが、現状、こうした施設が全国全ての原発

に導入されているわけではありませんね。なので、浜岡も含めて、全国に 17

個ある原発の中で、東電以外の管轄でどれだけ免震重要棟のような災害に強

い対策本部を作れる拠点が整備されているのか、保安院や原子力安全委員会

は把握されているんでしょうかというのをまずお聞きしたいんです。 

 

○司会 

質問はそれだけでよろしいですか。 

 

Ｑ：幾つかあるんですが。 

 

○司会 

では、まとめてお願いします。 

 

Ｑ：今、福島第一原発で通常事務をやられている事務棟が、地震や津波とか、

１号機の爆発の爆風とかで使えない状況になっている中で、今後の震災対策

という意味で、免震重要棟があるかどうかが重要な要素になってくるかと思

うんですが、現在、保安院が全国各地の原発の見直しとか点検作業を進めて
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いる中で、そうした免震重要棟の有無を考慮要素に入れているかをお伺いし

たい。もう 1 つ、加藤さんにお伺いしたいのが、今後の地震・津波対策の見

直しとか点検作業の中で、免震重要棟の整備を各電力会社に指示するといっ

たことが議題に上っているかということをお伺いしたいです。浜岡原発の全

面停止の要請がこの前ありましたけれども、防潮堤ができるまでの一時停止

という措置という発表もされていて、先ほどから中長期的な対策ができるま

でという話になったんですが、その中長期的対策の中に免震重要棟の整備が

含まれているのか、それが再開の条件に含まれているのかをお伺いしたいん

です。以上です。 

 

Ａ：（保安院）まず、保安院からお答えしますけれども、現在、私はそこははっ

きり分かりませんので、確認してみたいと思います。私が知っていることは、

中央制御室で普通の業務は行う、司令塔的な役割を果たしますけれども、そ

れ以外の場所は確保はされていると思いますけれども、そこが免震性でどの

程度のものになっているのか、そのことについて確認をしたいと思います。 

 

Ａ：（原安委）原子力安全委員会ですけれども、免震重要棟については、東京電

力では、柏崎刈羽発電所で、中越沖地震のときに外部との連絡などに当たる

部屋のドアが歪んで開かなかったという経験から、自発的に東電の発電所で

は整備されているものと承知しております。原子力安全委員会としては、基

本的に地震などの際の原子炉施設の安全性を確保するには、施設のハードウ

ェアの部分そのものと、あと、中央制御室の安全性、堅牢性で安全性を確保

していくというのが基本であると思います。免震重要棟から原子炉のオペレ

ーションそのものをやるものではないと受け止めておりまして、私どもとし

ては、原子炉のオペレーションをやる、その部分の耐震性をきちっと確保す

る必要があるという考え方であります。したがいまして、免震重要棟を整備

するように電力に指示するかというお話がありましたけれども、そもそも原

子力安全委員会というのは電力会社に直接指示する立場ではございません。

それはむしろ保安院の方でどうお考えになるかという問題だと思っています。 

 

Ｑ：では、保安院は、そうやった見直しや点検作業、今後の震災対策として、

免震重要棟的な拠点を作る整備を検討課題に入れていく予定はあるんでしょ

うか。 

 

Ａ：（保安院）今、申し上げたように、中央制御室があり、中央制御室が使えな

いときに、そのバックアップ的なものは持つようにしているんではないかと
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思いますけれども、そこについての耐震性という点など、それから、別途、

免震重要棟的な考え方があるのかどうか、そこは確認をいたします。 

 

Ｑ：現実問題として、今回、免震重要棟に数百人を作業の拠点として収容して、

その中で通信とか会議を行っているわけですが、通常の事務棟みたいなとこ

ろが崩壊してしまっている以上、福島だと、免震重要棟がなければ、恐らく

多くの作業員の方が長時間作業に従事することができないという意味で、多

くの方が集まれる拠点が必要であったわけなので、今回の福島の現場の作業

を見ていると、そういったものの整備が検討課題として求められると思うん

ですが、その辺はどのように御認識されていますか。 

 

Ａ：（保安院）そういうことはもっともではないかと思います。ただ、その方法

だけには限らないかもしれませんので、そういう意味で今、確認をいたしま

す。 

 

Ｑ：では、よろしくお願いします。以上です。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。以上をもちまして質疑は終わりということ

で、東京電力から本日の作業経過について説明いたします。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 

○東京電力 

 お時間もたっておりますので、手短にやりたいと思います。まず、原子力の

注水の状況でございますけれども、１号機に関しましては、引き続き８㎥／ｈ、

２御救急車は 6.9 ㎥／ｈ、３号機は９㎥／ｈで原子炉への注水を行っておりま

す。現在、３号機の温度上昇につきましても、大きな上昇は見られておりませ

ん。それから、１号機の窒素の封入でございますけれども、14 時現在の値とい

たしまして、格納容器の圧力は 122.2kPa、窒素の総封入量は 22,000 ㎥でござい

ます。それから、こちらに関しましては、明日、外部電源の強化工事を予定し

ておりまして、一時停電になります。注水につきましては、消防ポンプにより

ます注水を継続させますので、注水の停止はございませんが、窒素注入にいた

しましては停電の期間中、一時停止の予定でございます。それから、１号機の

原子炉建屋の作業状況でございますけれども、まず、本日は、原子炉の水位計

の校正のために当社の社員２名と協力企業の作業員７名で９時 40 分～10 時 55

分にかけまして入域をしております。原子炉圧力容器の水位計の校正を行って
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おります。それから、被ばく線量でございますけれども、 大の者が 5.65mSv、

小の者が 0.64mSv でございます。もう 1 つの作業でございます代替冷却装置

の関連の現場調査はまだ報告が来ておりませんが、午前中の部分だけ申し上げ

ますと、当社の社員２名と協力企業の作業員２名が 12 時 30 分～12 時 50 分にか

けまして入域をいたしております。被ばく線量は、 大の者が 8.72mSv、 小の

者が 1.81mSv でございました。それから、立坑のたまり水の移送の状況でござ

いますけれども、集中廃棄物処理施設の移送につきましては、３号機のタービ

ン建屋の移送ラインの敷設、それから、給水系の配管の切断のために一時中断

しております。移送の再開は 12 日の予定でございます。それから、本日は、６

号機に対しまして、タービン建屋のたまり水を 10 時～16 時にかけまして移送を

行っております。それから、プロセス主建屋の移送量の評価でございますけれ

ども、17 時現在、初期値からの増加量は 2,271 ㎜でございます。本日の７時の

段階から 13 ㎜上昇となります。それから、トレンチの水位の状況でございます

けれども、１号機は 2,740 ㎜、２号機が 850 ㎜、３号機が 770 ㎜でございます。

１号機に関しましては、今回、フラッシングの水として使用いたしましたので、

－370 ㎜でございます。２号機に関しましては＋20 ㎜、３号機に関しては－10

㎜といった状況でございます。それから、タービン建屋の水位でございますけ

れども、１号機が 5,050 ㎜、２号機が 3,100 ㎜、３号機が 3,240 ㎜、４号機が

3,300 ㎜といった状況でございます。飛散防止剤に関しましては、本日の実績と

いたしまして、クローラーダンプによります無人化作業でございますけれども、

１、２号機のタービン建屋の東側6,000㎡に対しまして実施を行っております。

それから、有人によります固体廃棄物貯蔵庫周辺の散布は 5,050 ㎡でございま

す。明日も引き続き、クローラーダンプは１号機のタービン建屋周辺、有人は

固体廃棄物貯蔵庫の周辺に対して実施する予定でございます。それから、リモ

ートコントロールによります瓦れきの撤去でございますけれども、本日は３号

機の原子炉建屋の北側、それから、タービン建屋の東側にて、コンテナ５個分

の瓦れきを撤去いたしました。これまでの累計といたしまして 127 個となりま

す。それから、４号機の原子炉建屋使用済燃料プール底部の支持構造物の設置

工事で、昨日より引き続き瓦れきの撤去工事を行っております。それから、３

号機の大物搬入口付近の瓦れきの撤去の状況でございますけれども、こちらに

関しましては、先ほど申し上げたとおり、９時～14時30分の期間に関しまして、

タロンによります瓦れき数個の線量確認、それから、ボブキャットによります

瓦れき数個の回収を行っております。ボブキャットにて集積した瓦れきにつき

ましては、明日、コンテナに詰める予定でございます。それから、今日午前中

の会見で御紹介させていただいたブロック 90 に関しましては、明日、準備作業

を行いまして、12 日から作業の予定でございます。そのほか、メガフロートの
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出航でございますけれども、本日、高波のため出航を延期しておりましたけれ

ども、現段階における出航予定は、早くても５月 14 日になりますので、また近

くなりましたら皆さまに御報告させていただきたいと思います。以上でござい

ます。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。以上をもちまして本日の記者会見を終わり

とさせていただきます。どうもありがとうございました。次回でございますが、

明日の 16 時半から開催しますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


